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こども計画の策定にあたって 
 

 

 

本市では、『幸せ、安心、笑顔あふれるまち い

すみ』の実現を目指し、このたび「いすみ市こども

計画」を策定しました。 

近年、少子化の進行や子育てを取り巻く環境の変

化など、子どもや子育て世帯を取り巻く状況は大き

く変化しています。こうした中、子どもの最善の利

益を第一に考え、子ども一人ひとりの権利を尊重し

ながら、社会全体で成長を支えていくことが重要です。 

本計画は、これまでの取組を踏まえつつ、保健、医療、福祉、教育などの分

野が連携し、乳幼児期から学童期・思春期・青年期、青年期を経て成人期への

移行期間にある若者までのライフステージに応じた切れ目のない支援を推進す

るための指針として取りまとめたものです。 

次世代を担う子どもたちが個性豊かに、一人ひとりが尊重され、健やかに育

つことができるよう、各施策について地域一体となって取り組んでいきます。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきましたい

すみ市子ども・子育て会議委員の皆様をはじめ、アンケート調査やパブリック

コメント等を通じてご意見をいただきました市民の皆様に厚くお礼を申し上げ

るとともに、今後も子どもの笑顔が輝くいすみ市に向けて、より一層のご協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 令和８年３月 

いすみ市長  小 路 正 和 
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第 １ 章 
計画の作成にあたって 

 

１ 計画策定の背景・趣旨  

我が国の子ども・子育て支援を巡る状況は、近年、大きく変化しています。個人の価

値観やライフスタイルの多様化、子育て家庭を取り巻く状況の変化により、様々な課題

やニーズが増大しています。特に、核家族家庭の増加、地域におけるコミュニティの希

薄化による子育てに不安を抱える保護者の増加、ヤングケアラーや児童虐待の顕在化、

共働きの増加に伴う低年齢児の保育ニーズの増大など、子どもと家庭を取り巻く環境は

変化し続けています。 

これまで国では、平成24年８月に「子ども・子育て支援法」をはじめとする子ども・

子育て関連３法を成立させ、幼児期の教育や保育、地域の子ども・子育て支援の量の拡

充や質の向上を進める「子ども・子育て支援新制度」を平成27年４月からスタートさせ

ました。また、子どもの最善の利益を第一に考え、子どもに関する取り組みや政策を我

が国の社会の真ん中に捉え、子ども政策の司令塔として令和５年４月に「こども家庭庁」

が設置されました。あわせて、こども施策を総合的かつ強力に推進していくための包括

的な基本法である「こども基本法」が同年４月に施行（令和４年６月成立）されました。

その中で、都道府県ならびに市町村に対しては、子ども施策に関する事項を記載した

「都道府県こども計画」「市町村こども計画」の策定が努力義務として定められ、全国的

に子ども施策を推進していく方向性が打ち出されました。 

市では、平成27年３月に「いすみ市子ども・子育て支援事業計画」を令和２年３月に

「第２期いすみ市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、児童福祉や母子保健などの

子ども子育て支援事業を実施し、子育て支援を推進してきました。「第２期いすみ市子ど

も・子育て支援事業計画」の計画期間が令和６年度末に終了したことから、令和７年３

月に「第３期いすみ市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、社会状況の変化に対応

しつつ、各計画と連携しながら、子ども・子育て支援施策を総合的に推進していき、切

れ目のない支援による子育て環境の充実を目指してきました。 

このたび、先述の国の方向性を鑑み、「こども基本法」の理念を踏まえ、市内の子ども

施策を包括的に推進していくため「いすみ市こども計画」を策定することとしました。

前年度に策定した「第３期いすみ市子ども・子育て支援事業計画」は本計画の一部とし

て包含し、子育て家庭への支援に加えて、子ども本人への支援をより一層強力に推進し

ていくことといたします。 
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２ 計画の期間  

この計画は、令和８年度から令和11年度までの４年間を計画期間とします。 

なお、国の制度改革、社会経済状況の変化、市民ニーズの変化などの変化が生じた場

合は、適正な基盤整備を行うため、計画期間の中間年を目安として、計画の見直しを行

います。中間見直しを行った場合でも、計画期間については当初の令和11年度までとし

ます。 

 

令和２年度 ～ 令和６年度 

第２期いすみ市子ども・子育て支援事業計画 

 
 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

   

 

 

   

           ↑ 

                 必要に応じ見直し

 

 

 

３ 計画の位置づけ 

この計画はこども基本法第10条第２項に基づく「市町村こども計画」として位置づけ

られます。また、本計画には子ども・子育て支援法第61条に基づく「市町村子ども・子

育て支援事業計画」が包含されています。 

本計画は、すべての子ども自身の育ちと子育て中の保護者を支援するとともに、市民

が子育てについて理解と認識を深め、地域社会が一体となって子育てを推進するもので

す。 

また、市町村における子育て支援施策が、子ども・子育て支援関連三法や児童福祉法

のみならず、保健、医療、福祉、教育、雇用、住環境など、まちづくりの中であらゆる

分野にわたり総合的な視野で実施していくことが重要であると考えられます。 

そのため、「いすみ市第２次総合計画」を上位計画とするとともに、児童福祉法に基づ

く「いすみ市第３期障害児福祉計画」との調和を図り、子育て支援の充実を推進するた

めの計画とします。  

 

第３期 いすみ市子ども・子育て支援事業計画 

見直し 

いすみ市こども計画 
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４ 計画の策定体制 

本計画は、学識経験者や市民代表、教育・保育関係者などで構成される、本市の附属

機関「いすみ市子ども・子育て会議」で検討・協議のうえ、策定しました。その基礎調

査として、令和６年度に小学校６年生までの全児童の保護者を対象としたニーズ調査を

行い、市内の保育など子育てに関する市民ニーズの把握を行いました。また中学生を対

象とした生活等調査を行い、生活実態や中学生自身の気持ちについて把握に努めました。

そして今年度、新たに小学５年生と高校生世代から34歳までの若者を対象に生活の状況

等を把握するための調査を行いました。 

 

こども計画策定の体制フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

いすみ市 

こども計画 

事 務 局 

市 長 

いすみ市子ども・子育て会議 

 

 

学識経験者、市民の代表、子どもの保護者の代表、

子ども・子育て支援事業に従事する者 

 

 

 

ニーズ調査等結果の分析 

計画素案策定 

諮 問 

情報提供 

各 課 （関係機関）  ワーキンググループ 

・妊娠、出産期から切れ目のない支援を行う体制 

・各課（関係機関）の事業の相互認識と連携 

答 申 

いすみ市 

方針伝達 情報提供 

 

ニーズ等調査 

小学校６年生までの児童のいる家庭へのニーズ調査 

（子育て支援、教育・保育サービスの利用意向など） 

中学生に生活等調査・若者調査 

基礎調査 

策定 

素 案 

委員構成 

検討事項 
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第 ２ 章 
計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念  

本市では『幸せ、安心、笑顔あふれるまち いすみ』の実現に向け、まちづくりを推

進しています。明日を担う子供たちが心豊かに育つ環境づくりを図り、子育てに携わる

親も子育てに喜びを感じながら日々成長する子どもとともに自らも成長する環境づくり

を支援するなど、地域社会全体が積極的に子育てに関りを持つことが大切です。 

また、男女の出会いの場の検討や仕事と子育ての両立など、多様なライフスタイルに

対応した子育て支援の充実を図るとともに、すべての子どもが健やかに成長するために、

関係機関との連携により結婚・出産・子育ての切れ目のない支援が必要です。 

本計画では、第３期子ども・子育て支援事業計画からの基本理念を継承し、基本理念

を次のように定めます。 

 

【基本理念】 

安心して子育てができ 

のびのび子ども・若者が育つまち いすみ 

 

 

２ 基本目標  

基本理念に基づき、本市の子ども・子育て支援の充実を図るために、次の４項目を基

本目標とします。 

 

１．子ども・若者の育ちを支える子育て支援の充実 

子ども達が心豊かに育つ環境づくりとともに、幼児教育・保育サービス等の充実や経

済支援など子育て世帯の負担軽減及び児童虐待防止対策の推進や障がい児施策等さまざ

まな子育て支援の充実を図ります。 
 

２．妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援体制づくり 

子育てに不安や悩みを抱えた保護者や子育て家庭が孤立することが無いよう、相談の

場の提供や妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を確保するとともに、社

会全体で子どもを育てる意識を醸成し、子どもの健やかな発育・発達を支援します。 
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３．家庭や地域における子育て環境の整備 

地域における児童の健全な育成のための環境づくりを進めるとともに、家庭や地域の

教育能力を高め、子どもや子育て家庭が安心して子育てできる環境整備を推進します。 
 

４．子ども・若者の成長・自立への支援 

貧困やひきこもりなどの困難を有する子ども・若者やその家族に対し、相談支援事業

等を実施することにより、自立に向けて支援する体制を整えていきます。 

 

 

３ 大切にする視点  

平成19年に、ユニセフが経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟25か国を対象に実施した

「15歳の意識調査」において、日本の子どもたちに「孤独感の強さ」や「向上心の低さ」

が見られると指摘しています。また、財団法人日本青少年研究所も、日本と諸外国を対

象とした中学生・高校生の意識調査において、日本の子どもたちに「自己肯定感の低さ」

や「将来への希望の低さ」が見られるなどの報告を行っています。 

また、昨今の社会情勢として、虐待、いじめ、体罰など、子どもの人権を脅かす事件

が増加していることや、保護者の不安定な就労状況、経済状況の厳しさなど貧困が子ど

もの生活に影響を及ぼしている状況も見られます。 

こうした中「いじめ防止対策推進法」や「子どもの貧困対策の推進に関する法律」も

施行され、今や保護者のみを支援する子育て支援だけではなく、子ども自身の権利を擁

護・保障することを基底とした子ども・子育て支援は、社会全体で取り組むべき最重要

課題の一つと考えるべき事態になっています。 

これらを踏まえ、いすみ市の今後の子育て支援施策において、「子どもの権利条約」の

考え方を大切に、子どもの健全な成長を促進する環境づくりに取り組んでいきます。 

 

 

 

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権

を国際的に保障するために定められた条約です。18歳未満を「児童（子ど

も）」と定義し、前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参

加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規

定しています。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効し

ました。日本は1994年に批准しました。 

 

 

 

  

子どもの権利条約 

４つの柱・４つの原則 



 

6 

 

４つの柱は・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４つの原則は・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
  

● 生きる権利 

子どもたちは健康に生まれ、安

全、健やかに成長する権利を持っ

ています。 

● 守られる権利 

子どもたちは、あらゆる種類の差

別や虐待、搾取から守られなけれ

ばなりません。障害をもつ子ども

などは特別に守られる権利を持っ

ています。 

● 育つ権利 

子どもたちは教育を受ける権利を

持っています。また、休んだり遊

んだりすること、さまざまな情報

を得、自分の考えや信じることが

守られることも、自分らしく成長

するためにとても重要です。 

● 参加する権利 

子どもたちは、自分に関係のある

事柄について自由に意見を表した

り、集まってグループをつくった

り、活動することができます。そ

のときには、家族や地域社会の一

員としてルールを守って行動する

義務があります。 

◎ 生命、生存及び発達に対する権利 

（命が守られ成長できること） 

すべての子どもの命が守られ、も

って生まれた能力を十分に伸ばし

て成長できるよう、医療、教育、

生活への支援などを受けることが

保障されます。 

◎ 差別の禁止 

（差別されないこと） 

すべての子どもは、子ども自身や

親の人種や国籍、性、意見、障が

い、経済状況などどんな理由で差

別されず、条約の定めるすべての

権利が保障されます。大切なの

は、お互いの違いを認め、尊重し

合うことです。 

◎ 子どもの最善の利益 

（子どもにとって最もよいこと） 

子どもに関することが決められ、

行われる時は「その子どもにとっ

て最も良いことは何か」を第一に

考えます。 

◎ 子どもの意見の尊重 

（意見を表明し参加できること） 

自分に関係のある事柄について自

由に意見を表すことができ、大人

はその意見を子どもの発達に応じ

て十分に考慮します。 
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第 ３ 章 
子どもと子育て家庭の現状と課題 

 

１ いすみ市の子ども・子育てを取り巻く状況  

（１）人口 

① 年齢３区分別人口の推移 

本市の人口は、令和７年４月１日現在、34,468人となっています。令和３年からの５

年間の推移をみると、年々減少しており５年間で、2,487人の減少になっています。年齢

３区分人口の推移をみると年少人口、生産年齢人口及び高齢者人口すべて減少傾向で推

移しています。 

年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

② 児童の人口推移 

本市の児童人口は、減少傾向で推移しており、令和７年４月１日現在3,507人となって

います。令和３年の4,049人と比べて542人減少しています。 

児童人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3,280 3,133 3,026 2,886 2,756

18,352 17,947 17,531 17,182 16,877

15,323 15,265 15,094 15,007 14,835

36,955 36,345 35,651 35,075 34,468

0

10,000

20,000

30,000

40,000

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（人）

15歳未満 15～64歳 65歳以上

1,082 998 924 846 758 

1,413 1,373 1,336 1,280 1,258 

1,554 1,531 1,504 1,526 1,491 

4,049 3,902 3,764 3,652 3,507 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（人）

０歳～５歳 ６歳～11歳 12歳～17歳

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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③ 自然動態・社会動態の推移 

本市の自然動態（出生・死亡による人口動態）は、マイナスで推移しています。社会

動態（転入・転出による人口動態）は、マイナスで推移していましたが、令和５年以降

プラスになっています。 

 

自然動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：千葉県常住人口調査 

 

 

 

 

社会動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：千葉県常住人口調査 
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（２）世帯 

本市の世帯は、単独世帯、核家族世帯の割合が増加し、三世代世帯の割合が減少して

います。令和２年において全国値と比較すると、核家族世帯、三世代世帯の割合が上回

っています。 

 

世帯類型の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 
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10 

（３）出生数 

① 出生数の推移 

本市の出生数は減少傾向にあり、人口減少とともに少子化が進んでいます。平成27年

と比べると、年間で85人出生数が減少しています。 

 

出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：千葉県常住人口調査 

 

 

② 合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率は、令和５年では本市は1.22、千葉県が1.14で全国は1.20となってい

ます。増加と減少を繰り返しながら推移しているものの、総体的には減少傾向で推移し

ています。 

 

合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 合計特殊出生率とは…一人の女性が一生の間に出産する子供の数。15歳から49歳ま

での全女性の年齢別出生率を合計した人口統計の指標。 

資料：千葉県衛生統計年報 
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（４）就業（女性の年齢別就業率） 

令和２年における本市の女性就業率は、年齢別に見ると29歳までは、全国の数値より

低いものの、30歳以降になると全国値よりおおむね高くなっています。 

 

女性の就業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
単位：％ 

 
15～ 

19歳 

20～ 

24歳 

25～ 

29歳 

30～ 

34歳 

35～ 

39歳 

40～ 

44歳 

45～ 

49歳 

50～ 

54歳 

55～ 

59歳 

60～ 

64歳 

65歳 

以上 

令和２年 

（市） 
13.0 68.1 76.4 78.0 77.6 79.2 79.4 79.5 73.0 60.4 15.6 

令和２年 

（全国） 
15.8 70.3 82.5 75.9 75.4 78.4 79.5 77.7 73.2 60.4 19.5 

平成27年 

（市） 
13.5 62.3 77.1 74.9 75.3 78.2 79.4 77.0 71.2 46.6 14.2 

資料：国勢調査 

 

  

0.0

30.0

60.0

90.0

（％）

令和２年（市） 令和２年（全国） 平成27年（市）
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（５）外国人人口の推移 

外国人人口の推移の推移をみると、増加傾向にあり、令和６年では589人となっていま

す。 

 

外国人人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年１月１日現在） 

 

 

（６）世帯数及び１世帯当たり人員の推移  

本市の世帯数はほぼ横ばいとなっています。また、一世帯当たりの人数は減少してい

ます。 

 

世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年１月１日現在） 
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（７）結婚数、離婚件数の推移  

本市では結婚数、離婚件数ともに減少傾向にあり、令和５年では結婚数が60件、離婚

数が34件になっています。 

 

結婚数、離婚件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：人口動態統計 

 

 

 

 

（８）保育園等の状況  

保育園等の待機児童数は令和６年は０人となっています。 

 

待機児童数（保育園等） 
単位：人 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

待機児童数 0 0 0 0 0 0 

資料：庁内資料（各年４月１日時点） 
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結婚 離婚
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（９）放課後児童クラブの状況  

市内には各小学校区に１か所以上の放課後児童クラブがあります。（公立：７か所、私

立：０か所）定員数の合計は335人となっており、地区別では大原区域の145人が最も多

くなっています。毎日利用していない方もいるため、平日の定員に対する利用者の割合

は65.34％となっていますが、放課後児童クラブの利用登録者数の合計は300人で、平日

の定員数に対する登録者の割合は89.55％となっています。令和元年度以降、待機児童は

発生していない状況です。 

 

放課後児童クラブ登録者数 
単位：人 

年度 公・私 か所数 定員数 登録者数 うち１～３年生 うち４～６年生 

平成30年度 
公立 8か所 365 302 248 54 

私立 0か所 0 0 0 0 

令和元年度 
公立 8か所 365 300 242 58 
私立 0か所 0 0 0 0 

令和２年度 
公立 8か所 365 214 168 46 

私立 0か所 0 0 0 0 

令和３年度 
公立 8か所 365 247 186 61 

私立 0か所 0 0 0 0 

令和４年度 
公立 7か所 335 250 198 52 

私立 0か所 0 0 0 0 

令和５年度 
公立 7か所 335 246 185 61 
私立 0か所 0 0 0 0 

令和６年度 
公立 7か所 335 270 192 78 

私立 0か所 0 0 0 0 

資料：庁内資料（各年４月１日時点） 

 

区域別放課後児童クラブの定員数、登録者数、平均利用人数 
単位：人、％ 

区域 か所数 定員数 
登録者数 登録者数 

/定員数 

平均利用 

人数（平日） 

平均利用人数 

（平日）/定員 
1～３年 ４～６年 

夷隅区域 1 50 34 23 114.00% 41.43 82.86% 

大原区域 4 145 85 50 93.10% 93.10 64.20% 

岬区域 2 140 86 22 77.14% 84.38 60.27% 

合計 7 335 205 95 89.55% 218.91 65.34% 

資料：庁内資料（令和７年４月１日時点時点） 

 

 

待機児童数（放課後児童クラブ） 
単位：人 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

待機児童数 0 0 0 0 0 0 

資料：庁内資料（各年４月１日時点）  
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（10）児童家庭相談件数  

本市の児童家庭相談の新規受理件数は令和２年以降増減を繰り返しており、令和６年

は27件となっています。 

 

児童家庭相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：庁内資料 

 

 

 

（11）要保護児童人数 

本市の要保護児童人数は増減しています。令和２年と比べ令和６年で、５人減少して

います。 

 

要保護児童人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：庁内資料 
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（12）児童扶養手当受給世帯数の推移 

本市の児童扶養手当受給世帯数・受給世帯児童数は減少傾向にあり、令和６年で受給

世帯数が183世帯、受給世帯児童数が261人となっています。 

 

児童扶養手当受給世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：庁内資料 

 

 

（13）就学援助認定者数（小学生）の推移 

本市の小学生における就学援助認定者数は横ばいで推移しており、令和６年で認定者

は94人、就学援助率は7.00％となっています。 

 

就学援助認定者数（小学生）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料：庁内資料 
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（14）就学援助認定者数（中学生）の推移 

本市の中学生における就学援助認定者数はほぼ横ばいで推移しており、令和６年で認

定者数は47人、就学援助率は6.20％となっています。 

 

就学援助認定者数（中学生）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：庁内資料 

 

 

 

（15）18歳未満がいる生活保護受給世帯の割合  

本市において、生活保護を受給している世帯で18歳未満がいる世帯の割合は、横ばい

で推移しており、令和６年には3.11％となっています。 

 

18歳未満がいる生活保護受給世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：庁内資料 
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（16）生活保護世帯の進学率  

生活保護世帯における進学率について、高校進学率は令和２年以降100％（令和４年は

対象者なし）、大学進学率は対象者なしのため過去５年間0.0％となっています。 

 

生活保護世帯における進学率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：庁内資料 
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（17）こどもの学力について 

令和６年度の全国学力・学習状況調査の結果をみると、いすみ市の公立小学校は、算

数は国・県の平均正答率を上回りましたが、国語は県および国の平均正答率と同程度と

なりました。公立中学校は、国語、数学ともに県・国の平均正答率を下回りました。 

 

こどもの学力について 

単位：％ 

科目 
公立小学校 公立中学校 

国語 算数 国語 数学 

いすみ市 67 65 55 47 

千葉県 67 63 57 51 

全国 67.7 63.4 58.1 52.5 

資料：令和６年度 全国学力・学習状況調査 

 

 

 

（18）こどもの体力について 

令和６年度の新体力テストで、いすみ市の小学５年生と中学２年生の結果をみてみる

と、上回る種目も下回る種目もあり、こども達の体力については、ほぼ県平均の水準と

いえます。 

 

こどもの体力について 

 

種目 市・県 
小５ 中２ 

男子 女子 男子 女子 

握力（㎏） 
いすみ市 17.99 18.40 33.31 25.53 

千葉県 17.25 17.11 29.69 23.63 

上体おこし（回） 
いすみ市 21.24 19.84 27.91 25.04 

千葉県 20.44 19.28 26.30 22.47 

長座体前屈（㎝） 
いすみ市 37.39 41.94 50.41 52.07 

千葉県 34.96 40.02 46.58 48.14 

反復横とび（回） 
いすみ市 44.50 43.39 53.97 49.26 

千葉県 42.78 40.94 51.99 46.75 

20mシャトルラン（回） 
いすみ市 53.74 45.90 78.26 53.10 

千葉県 49.68 40.96 79.43 53.90 

50m走（秒） 
いすみ市 9.20 9.60 8.24 9.41 

千葉県 9.28 9.50 7.83 8.79 

立ち幅とび（㎝） 
いすみ市 159.98 155.01 208.83 175.62 

千葉県 155.48 148.27 199.51 169.41 

ボール投げ※（m） 
いすみ市 22.44 15.49 23.08 14.38 

千葉県 21.77 13.91 20.00 12.34 

※ 小学生はソフトボール、中学生はハンドボール 

資料：令和６年度 千葉県体力・運動能力調査結果  
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（19）ひきこもりの状態にある者の推計 

厚生労働省は、「⑤普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」

「⑥普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かける」「⑦自室からは出るが、家

からは出ない」「⑧自室からほとんど出ない」に該当し、原則的には６ヶ月以上自宅に

留まり続けている状態を「広義のひきこもり」、「広義のひきこもり」に該当する者の

うち、⑥～⑧を「狭義のひきこもり」、⑤を「準ひきこもり」と定義しています。 

内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査（令和４年度）」の普段の外出頻度

によると、15歳以上39歳以下での⑥～⑧の割合は4.5％で、そのうち1.09％が「狭義のひ

きこもり」としています。また、⑤～⑧の割合は9.7％で、そのうち2.05％が「広義のひ

きこもり」としています。令和７年３月末におけるいすみ市の同年齢者（15～39歳）の

数5,633人をもとに計算すると、市内で「狭義のひきこもり」は61人、「広義のひきこも

り」は116人と推計されます。 

普段の外出頻度（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：こども・若者の意識と生活に関する調査（15～39歳）（令和４年度） 

 

  

69.3 12.1
3.8

4.3

5.2

3.6

0.7

0.2
0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 7,035

①仕事や学校で平日は毎日外出する

②仕事や学校で週に３～４日外出する

③遊び等で頻繁に外出する

④人づきあいのためにときどき外出する

⑤普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する

⑥普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かける

⑦自室からは出るが、家からは出ない

⑧自室からほとんど出ない

無回答
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（20）年間30日以上の欠席児童生徒数推移 

年間30日以上の欠席児童生徒数は、年々増加傾向にあります。中学生の人数が多いです

が、小学生の人数が徐々に増えている現状があります。 

 

年間30日以上の欠席児童生徒数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：庁内資料 

 

 

（21）障害者手帳を所持する未就学児・児童生徒（16歳未満） 

療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の取得数は減少傾向にあります。 

 

障害者手帳を所持する未就学児・児童生徒（16歳未満） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：庁内資料 

  

12 12 16 14 
27 

17 23 
30 34 

37 

0
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40
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100
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0
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30

40
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令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

身体 療育 精神



 

22 

 

（22）40歳未満自殺者数  

40歳未満の自殺者数は、増減を繰り返していますが、令和２年以降減少し、令和６年

では０人となっています。 

 

40歳未満自殺者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

 

 

（23）少年非行について（県）  

令和７年版「ちばの少年非行」によると、千葉県全体における刑法犯少年は令和４年

まで減少傾向にありましたが、令和５年以降増加しています。 

各種犯罪別では、窃盗犯が全体の５割を占める450人となっており、学識別では高校生

（49.4％）、次いで中学生（16.1％）となっており、高校生、中学生で全体の６割強を占

めています。 

 

少年非行について（県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和７年度「ちばの少年非行」 

  

3 

1 1 1 

0 

3 

2 

1 

0 0 
0

1

2

3

4

5

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

令和

元年

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

（人）

7,726 7,868 7,663 
6,700 

7,589 
8,178 

948 776 702 590 771 876 

12.7

9.9
9.2 8.8

10.2 10.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（％）（人）

刑法犯全検挙人員 刑法犯少年検挙人員

刑法犯全検挙人員に占める少年の割合
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学識別状況（令和６年 総数876人）（県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和７年度「ちばの少年非行」 

 

年齢別状況（令和６年 総数876人）（県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和７年度「ちばの少年非行」 

  

中学生 141人

16.1%

高校生 433人

49.4%大学生 41人

4.7%

有職少年 136人

15.5%

無職少年 97人

11.1%

その他学生 28人

3.2%

14歳 81人

9.2%

15歳 146人

16.7%

16歳 205人

23.4%
17歳 198人

22.6%

18歳 140人

16.0%

19歳 106人

12.1%
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初発型非行

450人
その他

426人

 

令和６年刑法犯少年に占める初発型非行の割合（県） 

（総数876人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和７年度「ちばの少年非行」 

 

刑法犯少年に占める初発型非行の推移（県） 
単位：人、％ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

万引き 269 182 188 160 220 217 

占有離脱物横領 108 86 50 36 58 87 

自転車盗 102 80 71 54 103 96 

オートバイ盗 45 32 21 25 48 50 

計 524 380 330 275 429 450 

刑法犯少年検挙数に 

占める割合 
55.3 49.0 47.0 46.6 55.6 51.4 

資料：令和７年度「ちばの少年非行」 

 

  

万引き

217人

24.8%

占有離脱物横領

87人

9.9%

自転車盗

96人

11.0%
オートバイ盗

50人

5.7%

その他

426人

48.6%

【内訳】 
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（24）雇用状況について 

若年層における完全失業率は、中高年層、高齢層と比べると高い傾向にあります。 

年次別にみると、平成30年までは減少傾向にありましたが、令和元年から令和２年に

増加し、令和３年で再び減少傾向へと推移しています。 

 

完全失業率の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：労働力調査結果（総務省統計局） 

 
単位：％ 

 総数 15～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳以上 

平成26年 3.6 6.3 4.6 3.4 3.0 3.2 2.2 

平成27年 3.4 5.5 4.6 3.1 2.8 3.1 2.0 

平成28年 3.1 5.1 4.3 2.9 2.5 2.9 1.9 

平成29年 2.8 4.6 3.7 2.6 2.4 2.7 1.8 

平成30年 2.4 3.6 3.4 2.2 2.0 2.3 1.5 

令和元年 2.4 3.8 3.2 2.2 2.0 2.1 1.5 

令和２年 2.8 4.6 3.9 2.5 2.3 2.6 1.7 

令和３年 2.8 4.6 3.8 2.5 2.4 2.7 1.8 

令和４年 2.6 4.4 3.6 2.4 2.1 2.5 1.6 

令和５年 2.6 4.1 3.6 2.4 2.0 2.5 1.7 

令和６年 2.5 4.0 3.4 2.3 2.1 2.5 1.7 

資料：労働力調査結果（総務省統計局） 
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５年

令和

６年
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総数 15～24歳 25～34歳 35～44歳

45～54歳 55～64歳 65歳以上
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（25）こども会への加入者  

こども会加入者数は減少傾向にあり、令和５年で大幅に減少しています。 

 

こども会加入者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：庁内資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

479 

427 

378 

323 325 

233 

152 

0

100

200

300

400

500

平成

30年

令和

元年

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

（人）



 

27 

 

（26）青少年のスマートフォンの所有率及び利用内容 

令和６年度内閣府の実施した「青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、

自分専用のスマートフォン所持率は、小学生・中学生・高校生とも男子より女子の割合

が高くなっています。 

また、インターネット利用内容は、すべての学年・性別で主に「検索する」「動画を

みる」「ゲームをする」の割合が高くなっています。 

 

令和６年度 自分専用のスマートフォン所持状況（全国） 

単位：％ 

 男子 女子 

小学生 64.0 79.6 

中学生 94.3 96.4 

高校生 98.9 99.3 

 

令和６年度 小・中・高校生別インターネット利用内容 
単位：％ 

 

回
答
人
数
（
人
） 

投
稿
や
メ
ッ
セ
ー
ジ

交
換
（
メ
ー
ル
や 

チ
ャ
ッ
ト
を
含
む
） 

ニ
ュ
ー
ス
を
み
る 

検
索
す
る 

地
図
を
使
う 

音
楽
を
聴
く 

動
画
を
み
る 

小学生男子 490 41.2 38.2 67.3 28.4 44.7 89.0 

小学生女子 472 56.4 35.6 77.5 24.4 65.3 90.5 

中学生男子 610 73.9 58.7 84.1 52.6 76.6 93.0 

中学生女子 547 88.5 55.4 91.4 55.6 83.5 95.6 

高校生男子 475 85.7 59.8 89.7 68.6 89.1 93.9 

高校生女子 463 94.6 62.6 92.4 69.5 94.6 96.5 

 

 

読
書
を
す
る 

漫
画
を
読
む 

ゲ
ー
ム
を
す
る 

買
い
物
を
す
る 

勉
強
を
す
る 

撮
影
や
制
作
、
記
録

を
す
る 

そ
の
他 

小学生男子 6.7 6.3 91.8 4.9 72.0 24.5 13.7 

小学生女子 10.4 11.0 81.1 4.7 75.8 35.6 13.6 

中学生男子 15.2 27.9 93.9 10.7 72.8 31.6 13.0 

中学生女子 18.8 36.9 78.6 17.2 80.1 44.8 12.1 

高校生男子 16.6 45.5 93.3 33.1 75.2 37.1 9.7 

高校生女子 21.4 43.4 68.0 49.7 82.7 59.2 11.4 

資料：令和６年度 青少年のインターネット利用環境実態調査  
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２ 教育・保育施設などの利用の現状  

（１）市内の保育所等の利用状況 

本市には幼稚園はなく、認定こども園が１施設、保育所・園が10施設あります。令和

６年４月現在、638人の就学前児童の保育を実施しています。 

 

市内の保育所・園の利用状況 
単位：人 

地区 施設名 定員 
令和 

元年 

令和 

２年 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年 

令和 

６年 

夷隅 夷隅こども園 213 147 152 144 134 140 137 

大原 

第一保育所 120 116 111 105 109 101 94 

第二保育所 90 62 64 66 72 67 67 

東海保育所 120 63 60 56 50 51 39 

東保育所 90 35 35 30 24 24 26 

浪花保育所 60 27 27 18 19 21 13 

子山保育園 90 90 84 79 68 59 58 

岬 

長者保育所 120 69 71 76 70 65 51 

中根保育所 90 66 51 51 51 48 42 

太東保育所 140 133 134 126 105 103 86 

古沢保育所 60 39 33 37 35 27 23 

 合計 1,193 847 822 788 737 706 636 

資料：庁内資料（各年４月１日現在） 
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（２）小学校児童数 

本市の小学校児童数は年々減少しており、令和６年では1,266人になっています。 

 

小学校児童数 
単位：人 

  令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 
令和６年 

（５月１日現在） 

いすみ市内 

小学校 

１年生 216 220 208 209 190 196 

２年生 252 217 218 209 211 194 

３年生 228 253 223 219 210 215 

４年生 249 234 255 226 223 211 

５年生 260 249 234 258 225 224 

６年生 245 259 254 235 261 226 

計 1,450 1,432 1,392 1,356 1,320 1,266 

資料：学校基本調査（各年５月１日現在） 

 

 

 

（３）中学校生徒数 

本市の中学校生徒数は増減を繰り返しており、令和６年では755人となっています。 

 

中学校生徒数 
単位：人 

  令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 
令和６年 

（５月１日現在） 

いすみ市内 

中学校 

１年生 267 245 253 260 239 254 

２年生 226 268 247 254 262 240 

３年生 265 230 267 248 254 261 

計 758 743 767 762 755 755 

資料：学校基本調査（各年５月１日現在） 
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（４）市内の放課後児童クラブの利用児童数 

本市の放課後児童クラブは、10ルームあります。令和６年では270人の利用児童がいま

す。 

 

市内の放課後児童クラブの利用児童数 
単位：人 

放課後児童 

クラブ名 
開催場所 定員 

児童数 

令和 

元年 

令和 

２年 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年 

令和 

６年 

コスモス 
夷隅地区多目的 

研修センター内 
50 49 50 46 46 40 54 

第一おおはら 

こどもルーム 
大原小学校内 

35 25 16 21 26 30 32 

第二おおはら 

こどもルーム 
35 29 18 24 31 33 29 

第三おおはら 

こどもルーム 
花本こども館内 30 32 13 22 - - - 

とうかい 

こどもルーム 
東海小学校内 35 30 31 36 42 41 43 

なみはな 

こどもルーム 
浪花小学校内 20 19 10 12 10 8 11 

あずま 

こどもルーム 
渡邉兄妹記念図書館内 20 26 15 15 22 18 18 

第一げんキッズ 長者小学校内 

（中根・古沢児童含む） 

35 14 13 10 10 10 10 

第二げんキッズ 35 32 20 24 24 23 29 

第一たいとう 

こどもルーム 
太東小学校内 

35 14 10 13 14 11 11 

第二たいとう 

こどもルーム 
35 30 18 24 25 32 33 

 300 214 247 250 246 270 

※ 第三おおはらこどもルームは令和４年度から土曜日のみの開設となっており、大原地域の各こどもル

ームの利用希望者が利用しています。 

資料：庁内資料（各年４月１日現在） 
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３ アンケート結果からみる市民ニーズ  

本計画の基礎調査として、市民ニーズに関するアンケート調査及び中学生の生活に関

するアンケート調査を、以下のとおり実施しました。 

 

（１）子ども・子育て支援に関する調査結果 

〈アンケート調査の実施概要〉 

調査対象／票数 
●未就学児童の保護者／861票 

●小学生の保護者／1,289票 

調査期間 令和６年７月～８月 

回答数（回収率） 
●未就学児童の保護者：569票（回収率：56.9％） 

●小学生の保護者：641票（回収率：53.4％） 

  以下はその概要です。 

 

① 教育・保育施設の利用 

・平日の定期的な教育・保育施設の利用（利用状況） 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

・平日の定期的な教育・保育施設の利用（利用希望） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

回答者数 = 569

市内のこども園・保育所（園）等

市外幼稚園・こども園・保育所（園）等

その他

いずれも利用していない

無回答

％

72.9

2.3

0.4

15.5

9.0

0 20 40 60 80 100

％

84.9

2.8

0.2

3.3

10.4

0 20 40 60 80 100
回答者数 = 569

市内のこども園・保育所（園）等

市外幼稚園・こども園・保育所（園）等

その他

いずれも利用していない

無回答
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② 子育て環境 

ア 子育て支援事業の周知状況と利用意向  

● 市の取組について（周知状況） 

【子育て支援の各種取組について知っていますか】（未就学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育て支援の各種取組について知っていますか】（小学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

①児童館

②子育て支援セン
　ター

③保健センターの
　情報・相談事業

④家庭教育に関する
　学級・講座

⑤保育所・こども園
　の園開放

⑥市が発行している
　広報・情報誌

⑦市が配信している
　ホームページ

①児童館

②保健センターの
　情報・相談事業

③家庭教育に関する
　学級・講座

④市が発行している
　広報・情報誌

⑤市が配信している
　ホームページ

はい いいえ 無回答

91.4

91.2

80.8

30.1

76.6

90.9

77.5

8.6

8.4

19.0

69.8

23.4

9.1

22.5

0.4

0.2

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

回答者数 =

89.2

73.2

37.6

92.5

92.5

10.6

26.7

62.1

7.5

7.5

0.2

0.2

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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● 市の取組について（今後の利用意向） 

【子育て支援の各種取組について今後利用したいですか】（未就学） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

【子育て支援の各種取組について今後利用したいですか】（小学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.9

47.5

36.4

27.9

36.6

66.1

60.6

10.4

9.7

10.9

14.2

22.5

4.7

7.6

30.4

42.5

52.4

57.6

40.8

29.0

31.5

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①児童館

②子育て支援セン
　ター

③保健センターの
　情報・相談事業

④家庭教育に関する
　学級・講座

⑤保育所・こども園
　の園開放

⑥市が発行している
　広報・情報誌

⑦市が配信している
　ホームページ

32.8

22.9

19.8

66.0

58.0

28.4

16.2

18.1

4.2

5.5

0.2

0.2

0.3

38.7

60.7

61.8

29.8

36.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①児童館

②保健センターの
　情報・相談事業

③家庭教育に関する
　学級・講座

④市が発行している
　広報・情報誌

⑤市が配信している
　ホームページ

はい いいえ どちらともいえない 無回答

はい いいえ どちらともいえない 無回答
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イ いすみ市の子育て環境への評価 

●市の子育てのしやすさ  

【子育てをしやすい環境であると感じていますか】（未就学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 項目の右の数字が回答者数になります。 

 

【子育てをしやすい環境であると感じていますか】（小学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 項目の右の数字が回答者数になります。 

  

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまり思わない まったく思わない

無回答

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまり思わない まったく思わない

無回答

回答者数 =

全体 569

お子さんの生年月

平成30年度 121

令和元年度（平成31年度） 96

令和２年度 92

令和３年度 74

令和４年度 62

令和５年度 67

令和６年度 5

26.0

20.7

26.0

29.3

25.7

22.6

25.4

60.0

57.1

60.3

58.3

51.1

64.9

66.1

59.7

20.0

14.9

15.7

15.6

16.3

8.1

8.1

14.9

20.0

1.9

3.3

3.3

1.4

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
回答者数 =

全体 569

お子さんの生年月

平成30年度 121

令和元年度（平成31年度） 96

令和２年度 92

令和３年度 74

令和４年度 62

令和５年度 67

令和６年度 5

26.0

20.7

26.0

29.3

25.7

22.6

25.4

60.0

57.1

60.3

58.3

51.1

64.9

66.1

59.7

20.0

14.9

15.7

15.6

16.3

8.1

8.1

14.9

20.0

1.9

3.3

3.3

1.4

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%回答者 = 

全体 569

お子さんの学年

小学１年生 103

小学２年生 100

小学３年生 124

小学４年生 103

小学５年生 115

小学６年生 95

無回答 1

25.7

28.2

25.0

25.0

26.2

23.5

27.4

61.5

54.4

62.0

65.3

59.2

65.2

62.1

12.0

17.5

12.0

9.7

13.6

9.6

10.5

0.6

1.0

1.0

1.7

0.2

100.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者 = 

全体 569

お子さんの学年

小学１年生 103

小学２年生 100

小学３年生 124

小学４年生 103

小学５年生 115

小学６年生 95

無回答 1

25.7

28.2

25.0

25.0

26.2

23.5

27.4

61.5

54.4

62.0

65.3

59.2

65.2

62.1

12.0

17.5

12.0

9.7

13.6

9.6

10.5

0.6

1.0

1.0

1.7

0.2

100.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
回答者 = 

全体 569

お子さんの学年

小学１年生 103

小学２年生 100

小学３年生 124

小学４年生 103

小学５年生 115

小学６年生 95

無回答 1

25.7

28.2

25.0

25.0

26.2

23.5

27.4

61.5

54.4

62.0

65.3

59.2

65.2

62.1

12.0

17.5

12.0

9.7

13.6

9.6

10.5

0.6

1.0

1.0

1.7

0.2

100.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%回答者 = 

全体 569

お子さんの学年

小学１年生 103

小学２年生 100

小学３年生 124

小学４年生 103

小学５年生 115

小学６年生 95

無回答 1

25.7

28.2

25.0

25.0

26.2

23.5

27.4

61.5

54.4

62.0

65.3

59.2

65.2

62.1

12.0

17.5

12.0

9.7

13.6

9.6

10.5

0.6

1.0

1.0

1.7

0.2

100.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 子育てをしやすいと感じるところ 

【どんなところが子育てしやすいと感じますか】（未就学） 

いすみ市のどんなところが、子育てをしやすいと感じるかについて、「医療費助成制度

が充実している」が67.9％で最も高く、次いで「保育料など、利用者負担が少ない」が

67.4％、「ワクチン接種が無料もしくは申請でうけられる」が47.1％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の３点について、（40％以上の方が子育てしやすいと感じる項目）評価をいただき

ました。以下の事業を引き続き推進します。 

「保育料、利用者負担が少ない」、「医療費助成制度が充実している」、「ワクチン接種 

が無料で受けられる」 ⇒ 「多子世帯の保育料減免」、「子ども医療費助成事業」、 

「予防接種事業」「産後ケア事業」等 

  

％

67.4

67.9

6.6

10.1

9.7

6.8

9.9

47.1

1.5

0.4

16.5

2.7

0.8

0.8

5.1

1.5

0 20 40 60 80

保育料など、利用者負担が少ない

医療費助成制度が充実している

放課後児童クラブが充実している

子育て支援センター（未就園児対象）が充実し
ている

児童館が充実している

子育ての悩みを相談できる機関がある

体調の悪い子どもを預けられる施設がある

ワクチン接種が無料もしくは申請でうけられる

広報誌やホームページの子育て情報の内容が充
実している
障がいのある子どもとその家庭への支援が充実
している

低年齢児が保育所へ入所できる

遊び場が充実している

子育てボランティアが助けてくれる

子どもの安全への十分な配慮がある

その他

無回答

回答者数 =473
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【どんなところが子育てしやすいと感じますか】（小学生） 

いすみ市のどんなところが、子育てをしやすいと感じるかについて、「医療費助成制度

が充実している」が75.0％で最も高く、次いで「保育料など、利用者負担が少ない」が

55.1％、「ワクチン接種が無料もしくは申請でうけられる」が52.2％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未就学児保護者同様、上記の３点（40％以上の方が子育てしやすいと感じる項目）に 

ついて、評価をいただきました。以下の事業を引き続き推進します。 

「保育料、利用者負担が少ない」、「医療費助成制度が充実している」、「ワクチン接種 

が無料で受けられる」 ⇒ 「多子世帯の保育料減免」、「子ども医療費助成事業」、 

「予防接種事業」「産後ケア事業」等  

回答者数 =559 ％

保育料など、利用者負担が少ない

医療費助成制度が充実している

放課後児童クラブが充実している

子育て支援センター（未就園児対象）が充実し
ている

児童館が充実している

子育ての悩みを相談できる機関がある

体調の悪い子どもを預けられる施設がある

ワクチン接種が無料もしくは申請でうけられる

広報誌やホームページの子育て情報の内容が充
実している
障がいのある子どもとその家庭への支援が充実
している

低年齢児が保育所へ入所できる

遊び場が充実している

子育てボランティアが助けてくれる

子どもの安全への十分な配慮がある

その他

無回答

55.1

75.0

19.5

4.3

3.8

5.2

52.2

2.7

10.4

1.6

0.2

0.2

1.3

6.8

0.2

0 20 40 60 80
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● 子育てをしにくいと感じるところ  

【どんなところが子育てをしにくいと感じますか】（未就学） 

いすみ市のどんなところが、子育てをしにくいと感じるかについて、「遊び場が充実し

ていない」が58.3％で最も高く、次いで「低年齢児への保育ニーズに対して支援が充実

していない」と「児童館が充実していない」が17.7％、「子育て情報が少ない」が16.7％

で続いています。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

上記の1点（40％以上の方が満足していない項目）について、本市は以下の頁に定め 

る事業において、対応を検討・推進します。 

 

「遊び場が充実していない」 ⇒ 「遊び場、居場所づくり（児童遊園等整備事業」、 

「都市公園維持管理事業」 

  

％

16.7

9.4

9.4

17.7

13.5

15.6

3.1

5.2

1.0

17.7

13.5

3.1

58.3

13.5

17.7

7.3

0 20 40 60 80

子育て情報が少ない

子育て支援センター（未就園児対象）が充実して
いない
子育てボランティアなど、子育て支援してくれる
人がいない
低年齢児への保育ニーズに対して支援が充実して
いない
幼稚園・保育所（園）が預かってくれる時間が短
い

体調の悪い子どもを預けられる施設がない

障がいのある子どもとその家庭への支援が充実し
ていない

子育ての悩みを相談できる機関がない

保育料など、利用者負担が高い

児童館が充実していない

放課後児童クラブが充実していない

医療費助成制度が充実していない

遊び場が充実していない

子どもの安全への十分の配慮がない

その他

無回答

回答者数 =96
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【どんなところが子育てをしにくいと感じますか】（小学生） 

いすみ市のどんなところが、子育てをしにくいと感じるかについて、「遊び場が充実し

ていない」が61.7％で最も高く、次いで「子どもの安全への十分な配慮がない」が

21.0％、「児童 館が充実していない」と「放課後児童クラブが充実していない」が

17.3％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生保護者も未就学児保護者同様、上記の１点（40％以上の方が満足していない項

目）について、本市は以下の頁に定める事業において、対応を検討・推進します。 

 

「遊び場が充実していない」 ⇒ 「遊び場、居場所づくり（児童遊園等整備事業」、 

「都市公園維持管理事業」 

  

％

13.6

7.4

0.0

8.6

7.4

11.1

7.4

0.0

0.0

11.1

17.3

6.2

61.7

19.8

21.0

6.2

0 20 40 60 80
回答者数 =81

子育て情報が少ない

子育て支援センター（未就園児対象）が充実して
いない
子育てボランティアなど、子育て支援してくれる
人がいない
低年齢児への保育ニーズに対して支援が充実して
いない
幼稚園・保育所（園）が預かってくれる時間が短
い

体調の悪い子どもを預けられる施設がない

障がいのある子どもとその家庭への支援が充実し
ていない

子育ての悩みを相談できる機関がない

保育料など、利用者負担が高い

児童館が充実していない

放課後児童クラブが充実していない

医療費助成制度が充実していない

遊び場が充実していない

子どもの安全への十分の配慮がない

その他

無回答
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●子育てに関する悩みの相談先  

【日ごろ、子育てに関する悩みをどのような人、または機関に相談していま

すか。】（未就学） 

子育てに関する悩みを相談する人、または相談する機関は、「配偶者」が87.3％で最も

高く、次いで「父母・祖父母などの親族」が80.5％、「友人（子育て中の仲間など）や知

人」が73.3％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 569 ％

配偶者

父母・祖父母などの親族

友人（子育て中の仲間など）や知人

近所の人

保育所・こども園

学校

学民生委員・児童委員校

医療機関

市役所・保健センター

その他

相談することがない

相談する人がいない

無回答

87.3

80.5

73.3

7.9

34.3

9.0

0.4

9.8

9.8

4.7

1.6

0.5

0.0

0 20 40 60 80 100
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【日ごろ、子育てに関する悩みをどのような人、または機関に相談していま

すか。】（小学生） 

子育てに関する悩みを相談する人、または相談する機関は、「配偶者」が79.1％で最も

高く、次いで「友人（子育て中の仲間など）や知人」が75.8％、「父母・祖父母などの親

族」が65.4％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 641 ％

配偶者

父母・祖父母などの親族

友人（子育て中の仲間など）や知人

近所の人

保育所・こども園

学校

学民生委員・児童委員校

医療機関

市役所・保健センター

その他

相談することがない

相談する人がいない

無回答

79.1

65.4

75.8

7.0

9.7

26.8

0.5

6.4

3.9

5.6

1.2

1.4

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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ウ 保護者の就労状況について 

【現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をおうかがいします】（未就学） 

母親の現在の就労状況について、「パートタイム等で就労している（産休・育休・介護

休業中ではない）」が37.4％で最も高く、次いで「フルタイムで就労している（産休・育

休・介護休業中ではない）」が32.9％、「以前は就労していたが、現在は就労していない」

が17.0％となっています。 父親の現在の就労状況について、「フルタイムで就労している

（産休・育休・介護休業中ではない）」が88.8％で最も高く、次いで「パートタイム等で

就労している（産休・育休・介護休業中ではない）」が3.2％、「フルタイムで就労してい

る（産休・育休・介護休業中）」が2.6％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をおうかがいします】（小学生） 

母親の現在の就労状況について、「フルタイムで就労している（産休・育休・介護休業

中ではない）」が42.7％で最も高く、次いで「パートタイム等で就労している（産休・育

休・介護休業中ではない）」が42.0％、「以前は就労していたが、現在は就労していない」

が11.1％となっています。 父親の現在の就労状況について、「フルタイムで就労している

（産休・育休・介護休業中ではない）」が85.2％で最も高く、次いで「パートタイム等で

就労している（産休・育休・介護休業中ではない）」が2.8％、「以前は就労していたが、

現在は就労していない」が1.4％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フルタイムで就労している（産休・育休・介護休業中ではない）

フルタイムで就労している（産休・育休・介護休業中）

パートタイム等で就労している（産休・育休・介護休業中ではない）

パートタイム等で就労している（産休・育休・介護休業中）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

回答者数 =698

母親

父親

32.9

88.8

7.2

2.6

37.4

3.2

2.6 17.0

0.4

0.7

2.1

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =641

母親

父親

42.7

85.2

0.5

0.5

42.0

2.8

0.3

11.1

1.4

0.5

3.0

10.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイムで就労している（産休・育休・介護休業中ではない）

フルタイムで就労している（産休・育休・介護休業中）

パートタイム等で就労している（産休・育休・介護休業中ではない）

パートタイム等で就労している（産休・育休・介護休業中）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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【フルタイムへの転換希望はありますか】（未就学） 

母親のフルタイムへの転換希望は、「フルタイム以外の就労を続けることを希望」が

47.4％で最も高く、次いで「フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはな

い」が37.7％、「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」が13.2％と

なっています。 父親のフルタイムへの転換希望は、「フルタイム以外の就労を続けること

を希望」が66.7％で最も高く、次いで「フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる

見込みはない」が16.7％、「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」

が11.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 項目の右の数字が回答者数になります。 

 

 

【フルタイムへの転換希望はありますか】（小学生） 

母親のフルタイムへの転換希望は、「フルタイム以外の就労を続けることを希望」が

49.1％で最も高く、次いで「フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはな

い」が38.0％、「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」が9.6％と

なっています。 父親のフルタイムへの転換希望は、「フルタイム以外の就労を続けること

を希望」が61.1％で最も高く、次いで「フルタイム以外の就労をやめて子育てや家事な

どに専念したい」が16.7％、「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」

と「フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない」が11.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 項目の右の数字が回答者数になります。 

  

母親 228

父親 18

13.2

11.1

37.7

16.7

47.4

66.7

1.3

5.6

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

フルタイム以外の就労を続けることを希望

フルタイム以外の就労をやめて子育てや家事などに専念したい

無回答

母親 271

父親 18

9.6

11.1

38.0

11.1

49.1

61.1

2.2

16.7

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

フルタイム以外の就労を続けることを希望

フルタイム以外の就労をやめて子育てや家事などに専念したい

無回答
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エ 今後の課題 

【今後どのような取組の充実が必要だと思いますか】（未就学） 

子育てをしやすいまちづくりのために、充実させる必要がある取り組みは、「小児医療

体制(医療連携や救急医療など)の充実」と「遊び場(公園の遊具、アスレチックなど)の

充実」が52.2％で最も高く、次いで「子育てへの経済的支援(小児医療費助成、保育料無

償化など)の充実」が45.3％、「妊産婦支援(妊婦健康診査や産後支援など)の充実」が

23.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の３点（40％以上の方が重要と思う項目）について、本市は以下の頁に定める事

業において、対応を検討・推進します。 

「小児医療体制の充実」⇒「周産期医療、小児医療及び小児救急医体制」 

「経済的支援の充実」 ⇒ 第５章において家庭の状況に応じ、さまざまな支援を行いま

す。「遊び場公園の遊具、アスレチックの充実」 ⇒ 「遊び場、居場所づくり（児童

遊園等整備事業）」、「都市公園維持管理事業」  

％

23.9

11.6

52.2

45.3

52.2

6.3

2.6

12.5

15.5

11.8

21.1

1.9

6.2

4.4

1.4

2.6

0 20 40 60 80回答者数 =569

妊産婦支援（妊婦健康診査や産後支援など）の充実

母子保健施策（乳幼児健康診査や予防接種など）の
充実

小児医療体制（医療連携や救急医療など）の充実

子育てへの経済的支援（小児医療費助成、保育料無
償化など）の充実

遊び場（公園の道具、アスレチックなど）の充実

親同士の交流や地域の子育て支援活動への支援

子育てに関する相談や情報提供の充実

小学校の放課後支援（放課後児童クラブなど）の充
実

小中学校の健やかな成長のための教育環境の整備

子どもを事故や犯罪から守るための施策の推進

公園の環境（オムツ替えができるトイレなど）整備

障がい児施策の充実

児童虐待やいじめなどへの対策の充実

その他

特になし

無回答
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【今後どのような取組の充実が必要だと思いますか】（小学生） 

子育てをしやすいまちづくりのために、充実させる必要がある取り組みは、「遊び場

(公園の遊具、アスレチックなど)の充実」が52.4％で最も高く、次いで「小児医療体制

(医療連携や救急医療など)の充実」が51.2％、「子育てへの経済的支援(小児医療費助成、

保育料無償化など)の充実」が48.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生保護者も未就学児保護者同様、上記の３点（40％以上の方が重要と思う項目）

について、本市は以下の頁に定める事業において、対応を検討・推進します。 

 

「小児医療体制の充実」⇒「周産期医療、小児医療及び小児救急医体制」 

「経済的支援の充実」 ⇒ 第５章において、家庭の状況に応じ、さまざまな支援を行い

ます。「遊び場公園の遊具、アスレチックの充実」⇒ 「遊び場、居場所づくり（児童

遊園等整備事業）」、「都市公園維持管理事業」  

回答者数 =81 ％

妊産婦支援（妊婦健康診査や産後支援など）の充実

母子保健施策（乳幼児健康診査や予防接種など）の
充実

小児医療体制（医療連携や救急医療など）の充実

子育てへの経済的支援（小児医療費助成、保育料無
償化など）の充実

遊び場（公園の遊具、アスレチックなど）の充実

親同士の交流や地域の子育て支援活動への支援

子育てに関する相談や情報提供の充実

小学校の放課後支援（放課後児童クラブなど）の充
実

小中学校の健やかな成長のための教育環境の整備

子どもを事故や犯罪から守るための施策の推進

公園の環境（オムツ替えができるトイレなど）整備

障がい児施策の充実

児童虐待やいじめなどへの対策の充実

その他

特になし

無回答

14.5

8.1

51.2

48.2

52.4

4.1

2.5

15.4

24.0

15.4

11.9

3.6

6.4

4.1

1.9

0.2

0 20 40 60 80
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（２）子どもの生活に関する調査結果 

〈アンケート調査の実施概要〉 

調査対象／票数 ●中学生生徒／765票 

調査期間 令和６年７月～８月 

回答数（回収率） ●中学生：698票（回収率：93.1％） 

 

以下は、その概要です。 

 

① 中学生の生活について 

【ふだん食事をだれといっしょに食べていますか】 

ふだん食事をだれといっしょに食べているかについては、各食事のタイミングすべて

で「家族と一緒に食べる」が最も高くなっています。 

回答結果を比較すると、「家族と一緒に食べる」が最も高くなったのは、「休日の夕食」

で91.3％でした。一方で、最も低くなったのは、「休日の朝食」で56.7％となっています。 

夕食については「家族と一緒に食べる」割合が平日・休日ともに８割以上となってい

ます。一方で、朝食・昼食については「一人で食べる」割合が夕食よりも高くなってい

ます。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

64.3

86.7

56.7

70.2

91.3

11.3

5.6

6.6

9.6

3.2

0.7

1.3

0.7

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

21.3

6.2

28.5

17.6

4.3

2.0

7.2

1.4

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族と一緒に食べる 子どもたちだけで食べる

一人で食べる 家族以外の大人と食べる

食べない 無回答

回答者数 =698

①平日の朝食

②平日の有職

③休日の朝食

④休日の昼食

⑤休日の有職夕食 

夕食 
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【困ったことがあった場合、だれに相談しますか】 

困ったことがあった場合に相談する人は、「親」が73.1％で最も高くなっています。 

次いで「友達」が67.0％、「学校の先生」が24.1％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校では楽しいことがある】 

「すごくあてはまる」と「まああてはまる」を合せた『あてはまる』は87.6％となっ

ています。性別でみると、男子生徒の方が女子生徒よりも「すごくあてはまる」の割合

が13.8ポイント高くなっています。 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

※ 項目の右の数字が回答者数になります。 

 

 

  

％

73.1

19.2

9.6

67.0

24.1

5.9

3.4

0.3

0 20 40 60 80 100回答者数 = 698

親

きょうだい

祖父母、親戚など

友達

学校の先生

その他の大人

その他

無回答

全体 698

性別

男 338

女 348

その他・答えたくない 12

2.4

0.9

3.7

8.3

8.3

7.1

9.2

16.7

36.0

31.4

39.7

58.3

51.6

59.2

45.4

16.7

0.3

0.3

0.3

1.4

1.2

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全くあてはまらないあ あまりあてはまらない

どちらともいえない まああてはまる

すごくあてはまる 無回答
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【あなたが、学校生活の中で楽しみにしていることについて答えてください。

（体育や音楽、図工の授業）】 

「とても楽しみ」と「まあ楽しみ」を合わせた『楽しみ』は90.6％となっています。 

性別でみると、男子生徒の方が女子生徒よりも「とても楽しみ」の割合が17.0ポイント

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 項目の右の数字が回答者数になります。 

 

 

 

【あなたが、学校生活の中で楽しみにしていることについて答えてください。

（友達に会うこと）】 

「とても楽しみ」と「まあ楽しみ」を合わせた『楽しみ』は98.0％となっています。 

性別でみると、男子生徒の方が女子生徒よりも「とても楽しみ」の割合が11.1ポイント

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体 698

性別

男 338

女 348

その他・答えたくない 12

52.9

61.5

44.5

50.0

37.7

32.0

43.1

41.7

6.7

4.1

9.2

8.3

2.4

2.1

2.9

0.3

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても楽しみ まあ楽しみ あまり楽しみでない

楽しみでない 無回答

全体 698

性別

男 338

女 348

その他・答えたくない 12

80.4

86.1

75.0

75.0

17.6

12.1

22.7

25.0

1.1

0.6

1.7

0.6

0.9

0.3

0.3

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても楽しみ まあ楽しみ あまり楽しみでない

楽しみでない 無回答
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【あなたの学校への気持ちをおたずねします。】 

学校の気持ちについて、「すごくあてはまる」と「まああてはまる」を合わせた『あて

はまる』が最も高くなったのは、「学校では楽しいことがある」で87.6％でした。一方で、

「全くあてはまらない」と「あまりあてはまらない」を合わせた『あてはまらない』が

最も高くなったのは、「本当は行きたいのに家の事情などで学校に行けない日がある」で

91.7％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家族の中にいつも助けたり、お世話をしたりする人がいますか】 

家族の中にあなたが、いつも助けたり、お世話をしたりする人がいるかについて、「い

る」が28.5％、「いない」が71.5％となっています。性別でみると、男子生徒が女子生徒

よりも「いる」が2.9ポイント高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
※ 項目の右の数字が回答者数になります。  

いる いない 無回答

回答者数 =

全体 698

性別

男 338

女 348

その他・答えたくない 12

28.5

29.9

27.0

33.3

71.5

70.1

73.0

66.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①私は学校に行くのが
　楽しみだ

②私はこの学校が好きだ

③学校を休みたいと思う
　ことがある

④学校では楽しいことが
  ある

⑤本当は行きたいのに家
  の事情などで学校に行
  けない日がある

⑥本当は行きたい気持ち
  はあるが行けない日が
  ある

2.9

1.9

18.5

1.4

79.8

78.4

6.7

6.3

22.3

2.4

11.9

10.7

15.9

16.8

17.5

8.3

4.7

6.4

42.7

39.3

30.5

36.0

2.6

2.9

31.5

35.5

10.9

51.6

1.3

1.3

0.7

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全くあてはまらない あまりあてはまらない

どちらともいえない まあまああてはまる

すごくあてはまる 無回答
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【あなたが、行っているお世話の（助けている）内容を教えてください】 

行っている（助けている）お世話の内容は、「家事（食事の）準備や掃除、洗濯」が

68.8％で最も高く、次いで「話し相手」が41.7％、「きょうだいの世話」が36.2％で続い

ています。 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

％

68.8

36.2

41.7

10.1

31.7

18.1

6.5

5.0

3.5

5.0

7.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
回答者数 = 199

家事（食事の）準備や掃除、洗濯

きょうだいの世話

話し相手

入浴やトイレの手助け

外出の付き添い（買い物、散歩）

生活の見守り

病院の付き添い

通訳（会話、手話など）

お金の管理

薬の管理

その他
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② 中学生が感じていること 

【将来なりたい職業や夢がありますか】 

将来なりたい職業や夢について、「ある」が74.5％、「ない」が25.2％となっています。 

性別でみると、男子生徒の方が女子生徒よりも「ある」の割合が6.2ポイント高くなっ

ています。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ 項目の右の数字が回答者数になります。 

 

【あなたは将来、どの学校に進学したいですか】 

将来、どの学校に進学したいかについて、「高校（全日制、通信制、定時制）」が

39.5％で最も高くなっています。性別でみると、「高校（全日制、通信制、定時制）」の

割合は女子生徒の方が男子生徒よりも9.3ポイント高くなっています。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
※ 項目の右の数字が回答者数になります。 

  

中学まで（進学しない） 高校（全日制、通信制、定時制）

５年制の高等専門学校 専門学校

短大 大学

大学院 まだわからない

無回答

ある ない 無回答

回答者数 =

全体 698

性別

男 338

女 348

その他・答えたくない 12

74.5

77.5

71.3

83.3

25.2

22.2

28.4

16.7

0.3

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

全体 698

性別

男 338

女 348

その他・答えたくない 12

0.1

0.3

39.5

35.2

44.5

16.7

0.4

0.6

0.3

9.0

6.2

11.2

25.0

0.6

0.9

0.3

21.5

27.2

15.5

33.3

1.6

2.7

0.6

26.9

26.9

27.0

25.0

0.3

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【いすみ市にあったらいいなと思うもの、これから力をいれてもらいたい 

ことはありますか】 

いすみ市にあったらいいなと思うものやこれから力を入れてもらいたいことは、「映画

が観られる場所」が54.9％で最も高くなっています。次いで「身体を動かしたり、ボー

ル遊びができる場所」が38.7％、「雨の日でも遊べる場所」が37.5％で続いています。 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

％

34.0

20.9

20.2

11.7

24.9

33.8

37.5

13.0

54.9

23.2

38.7

5.6

6.0

0.3

0 20 40 60 80

回答者数 =698

家から近い広場・公共施設

学校から近い広場・公共施設

スポーツを教えてもらえる場所

勉強を教えてもらえる場所

遅くまでいることができる場所

ゲームができる場所

雨の日でも遊べる場所

文化や芸術にふれあえる場所

映画が観られる場所

勉強や本を読むことができる場所

身体を動かしたり、ボール遊びができる場所

その他

特にない

無回答
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（３）小学生の生活に関する調査結果 

〈アンケート調査の実施概要〉 

調査対象／票数 ●いすみ市内の小学校に通う小学５年生全員／200票 

調査期間 令和７年７月 

回答数（回収率） ●小学生：197票（回収率：98.5％） 

 

以下は、その概要です。 

 

① 小学生の生活について 

【あなたは、自分のことが好きですか】 

「そう思う」「だいたいそう思う」を合わせた“そう思う”の割合が74.1％、「あまり

そう思わない」「そう思わない」を合わせた“そう思わない”の割合が25.9％となってい

ます。 

家族のお世話の有無別にみると、『お世話している人がいる』で“そう思う”の割合が

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【家族のお世話の有無別】 

 

 

 

 

 

 

 
※ 項目の右の数字が回答者数になります。 

 

 

 

  

そう思う だいたいそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

回答者数 =

　 197 48.2 37.6 11.7 2.0 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 197 39.1 35.0 18.8 7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

お世話している人が
いる

112

お世話している人が
いない

79

49.1

24.1

31.3

39.2

15.2

25.3

4.5

11.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【あなたは、自分には良いところがあると思いますか】 

「そう思う」「だいたいそう思う」を合わせた“そう思う”の割合が85.8％、「あまり

そう思わない」「そう思わない」を合わせた“そう思わない”の割合が13.7％となってい

ます。 

家族のお世話の有無別にみると、『お世話している人がいない』で“そう思わない”の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【家族のお世話の有無別】 

 

 

 

 

 
※ 項目の右の数字が回答者数になります。 

 

【あなたは、家族のことなどで、何か困っていることや心配なことはありま

すか】 

「きょうだいとよくけんかする」の割合が19.8％と最も高く、次いで「しかられてば

かりいると感じる」の割合が10.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう思う だいたいそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

回答者数 = 197 ％

おうちの人がいそがしくて話ができない

きょうだいとよくけんかする

いつもさびしいと感じる

家で落ち着いて勉強できない

病気の人や祖父母等の世話が大変

しかられてばかりいると感じる

食事のことで心配なことがある

自分の時間がない

家の中で安心して過ごせる場所がない

お金のことで心配なことがある

特にない

その他

無回答

7.1

19.8

3.6

7.6

0.5

10.7

1.5

1.0

1.0

6.1

65.0

1.5

1.5

0 20 40 60 80

回答者数 =

　 197 48.2 37.6 11.7 2.0 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 197 48.2 37.6 11.7 2.0 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

お世話している人が
いる

112

お世話している人が
いない

79

58.0

32.9

30.4

49.4

8.0

16.5

2.7

1.3

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（４）若者の生活に関する調査結果 

〈アンケート調査の実施概要〉 

調査対象／票数 ●高校生世代から34歳までの方／1000票 

調査期間 令和７年７月～８月 

回答数（回収率） ●若者：324票（回収率：32.4％） 

 

以下は、その概要です。 

 

① 若者の生活について 

【あなたは普段どのくらい外出しますか】 

「週５日以上外出する」の割合が71.0％と最も高く、次いで「週１～４日外出する」

の割合が20.4％となっています。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

週５日以上外出する

週１～４日外出する

普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する

普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かける

自室からは出るが、家からは出ない

自室からはほとんど出ない

無回答

回答者数 =

　 324 71.0 20.4

4.9

3.4 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 324 71.0 20.4

4.9

3.4 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【あなたは、現在困っていることや悩んでいることがありますか】 

「お金のこと」の割合が46.6％と最も高く、次いで「将来のこと」の割合が45.1％、

「仕事のこと」の割合が30.9％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【あなたが何でも話せる相手や、悩んでいるときに相談に乗ってくれる場所

や人がいますか】 

「家族・親族」の割合が84.0％と最も高く、次いで「友人」の割合が64.8％、「職場の

人」の割合が16.7％となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 324 ％

健康のこと

仕事のこと

人間関係のこと

お金のこと

恋愛・結婚のこと

教育・進学・成績のこと

将来のこと

その他

特にない

無回答

20.4

30.9

14.5

46.6

20.4

17.6

45.1

2.2

17.6

1.2

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 324 ％

家族・親族

友人

学校や塾等の先生

職場の人

交際相手

カウンセラー、医師

趣味の団体・グループなどの仲間

相談機関の窓口の方（電話相談含む）

相談機関のＳＮＳ・メール等

インターネット上で知り合った人、質問サイト、
掲示板

その他

誰（どこ）にも相談しない・相談できない

無回答

84.0

64.8

8.3

16.7

13.0

3.4

4.3

0.9

2.2

4.0

1.9

4.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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【相談しない・相談できない理由を教えてください】 

「自分で解決しようと思う」の割合が69.2％と最も高く、次いで「誰かに頼ってはい

けない気がする」の割合が38.5％、「相談相手が信頼できない」、「相談した内容が漏れた

ら嫌」、「自分の好きなことなどをして気晴らしをする」の割合が30.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あなたは、今後、働くことについてどう考えていますか】 

「仕事を続けたい」の割合が54.9％と最も高く、次いで「今は働いていないがそのう

ち働きたい」の割合が21.0％、「転職したい」の割合が12.3％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

仕事を続けたい 転職したい

退職したい 仕事があればすぐに働きたい

今は働いていないがそのうち働きたい 働きたいが働けない

働きたいと思わない 無回答

回答者数 =

　 324 54.9 12.3

2.5

1.9 21.0

5.2

1.9 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 324 54.9 12.3

2.5

1.9 21.0

5.2

1.9 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 13 ％

相談相手がいない

相談相手が信頼できない

相談した内容が漏れたら嫌

人に自分の弱いところを見せたくない

誰かに頼ってはいけない気がする

迷惑をかけてしまいそうで申し訳ない

どこに相談したらよいか分からない

相談するのにお金がかかりそう

何を相談したらいいか分からない

以前、相談して嫌な思いをした

相談しても解決しないと思う

自分で解決しようと思う

インターネット等で調べればどうしたらいいかわ
かる

自分の好きなことなどをして気晴らしをする

特にない

その他

無回答

7.7

30.8

30.8

23.1

38.5

23.1

7.7

15.4

23.1

15.4

23.1

69.2

15.4

30.8

0.0

7.7

0.0

0 20 40 60 80
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４ アンケート結果等からみた課題 

（１）子ども・若者の育ちを支える子育て支援の充実 

未就学児童の母親の就労状況を見ると、パートタイムで就労している方が最も多く

（37.4％）、フルタイムで就労している方も（32.9％）を占めています。フルタイムへの

転換を希望する方（50.9％）も多く、今後、さらに保育ニーズが高まることがうかがえ

ます。未就学児童保護者では「低年齢児への保育支援が十分でない」が17.7％となって

おり、きめ細かな保育ニーズへの対応が求められます。 

子育てに関する悩みの相談先として、配偶者（未就学児童保護者87.3％、小学生保護

者79.1％）、親族（未就学児童保護者80.5％、小学生保護者65.4％）、友人や知人（未就

学児童保護者73.3％、小学生保護者75.8％）が多く挙げられています。しかし、「相談す

ることがない」「相談する人がいない」という方もいます。子育て情報や支援サービスに

ついて「情報が少ない」と感じる保護者（未就学児童保護者16.7％）も一定数おり、子

育て家庭が必要な情報や相談窓口にアクセスしやすい体制の整備が必要です。 

中学生の調査では、学校生活に楽しみを感じる割合が高く、「学校では楽しいことがあ

る」は87.6％、「体育や音楽、図工の授業」は90.6％、「友達に会うこと」は98.0％と、

多くの生徒が授業やクラブ活動、友人との交流を楽しみにしていることが分かります。

一方で、「学校を休みたいと思うことがある」と回答した生徒は41.4％で、学習や生活面

での不安や負担も存在します。学習支援や心身のケア、学校と家庭・地域との連携を通

じて、生徒が安心して学べる環境の充実が必要です。 

 

 

（２）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援体制づくり 

未就学児童の保護者調査によると、子育てをしやすい環境だと思う理由として、「医療

費助成制度が充実している」が67.9％、「保育料など利用者負担が少ない」が67.4％、

「ワクチン接種が無料もしくは申請で受けられる」が47.1％と、多くの保護者が医療・

経済的支援の充実を評価しています。一方で、今後の子育て環境整備では、「小児医療体

制（医療連携や救急医療など）の充実」「遊び場（公園の遊具、アスレチックなど）の充

実」が52.2％、「子育てへの経済的支援（小児医療費助成、保育料無償化など）の充実」

が45.3％、「妊産婦支援（妊婦健康診査や産後支援など）の充実」が23.9％と、さらなる

充実を望む声が多く、引き続き妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援体制の強化が必

要です。 
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（３）家庭や地域における子育て環境の整備 

未就学児童の保護者調査では、家庭教育に関する学級・講座の認知度が30.1％にとど

まっており、家庭教育力の向上に向けた情報提供や学習機会の周知が必要です。 

また、いすみ市が子育てをしにくいと感じる理由のひとつとして、「遊び場が充実して

いない」との回答は未就学児童保護者で58.3％、小学生保護者で61.7％に上っています。

また、「児童館が充実していない」は未就学児童保護者17.7％、小学生保護者11.1％、

「放課後児童クラブが充実していない」は小学生保護者17.3％となっており、子どもが

安全に遊べる環境が求められます。 

 

 

（４）こども・若者の成長・自立への支援 

小学生調査では、自分のことが好きですかを家族のお世話の有無別でみると「そう思

う」「だいたいそう思う」と回答した割合は、お世話をしている人が「いる」で80.4％、

お世話をしている人が「いない」で63.3％となっています。自分には良いところがある

と思いますかを家族のお世話の有無別でみると「そう思わない」「あまりそう思わない」

と回答した割合も、お世話をしている人が「いる」で10.7％、「いない」で17.8％と差が

あります。家庭で日常的に世話をしている人がいることは、こどもが自分の良さを認識

し、自信を持つきっかけとなっており、主体的に行動する力を育む支えとなります。 

若者調査では、「普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」が

4.9％、「普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かける」が3.4％であり、長期間

家庭に閉じこもる若者が存在しており、居場所づくりや相談支援を通じて社会参加を促

す取り組みが必要です。また、日常生活で困っていることとして「お金のこと」が

46.6％、「将来のこと」が45.1％であり、相談できる相手がいない人は4.0％、理由の

69.2％は「自分で解決しようと思う」と回答しています。 

さらに、小学生調査では、家庭での関わりが十分でないこどもでは、「しかられてばか

りいると感じる」「お金のことで心配なことがある」といった不安や悩みが見られ、相談

体制の充実が求められます。また、働く意欲については、「仕事があればすぐに働きたい」

は1.9％、「今は働いていないがそのうち働きたい」は21.0％となっており、就労支援や

経済的基盤の安定を図ることが必要です。 
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第 ４ 章 
事業量の見込みと確保方策 

 

１ 教育・保育提供区域などの設定  

（１）教育・保育提供区域 

子ども・子育て支援事業計画では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、

教育・保育を提供するための施設の整備の状況、その他の条件を総合的に勘案して、需

要の指標となる量の見込みやその確保策を「教育・保育提供区域」ごとに設定すること

が、「子ども・子育て支援法」に定められています。 

本市は現在、小学校区は９区、中学校区は３区あります。教育・保育提供区域は、事

業資源の配置バランス上の枠組みであり、細かく設定すれば、きめこまやかな計画にな

りますが、弾力的な運用がしづらいものとなります。本市では、第２期計画と同様に、

市内全域で柔軟な需給体制を確保するため、教育・保育提供区域を全市１地区と設定し

ます。 
 

区域面積 
（ｋ㎡） 

就学前児童数
（人） 

幼稚園の数 認可保育所の数 
認定こども園の

数 

157.51 846 ０ 10 1 

（令和６年４月１日現在） 

 

（２）地域子ども・子育て支援事業の提供区域 

地域子ども・子育て支援事業については、後掲の量の見込みを勘案した上で、事業の

性質や実施状況を踏まえ、いずれも全市１区にて需給調整をはかります。 
 

地域子ども・子育て支援事業名 

１.利用者支援事業         ･･･Ｐ70 11.放課後児童クラブ 

２.地域子育て支援拠点事業     ･･･Ｐ70 （放課後児童健全育成事業）   ･･･Ｐ78 

３.妊婦健康診査事業        ･･･Ｐ71 12.実費徴収に係る補足給付を行う事業 ･･･Ｐ79 

４.乳幼児家庭全戸訪問事業     ･･･Ｐ72 13.多様な事業者の参入促進・ 

５.養育支援訪問事業        ･･･Ｐ72 能力活用事業          ･･･Ｐ79 

６.子育て短期支援事業       ･･･Ｐ73 14.子育て世帯訪問支援事業     ･･･Ｐ80 

７.ファミリー・サポート・センター事業 15.児童育成支援拠点事業      ･･･Ｐ80 

（子育て援助活動支援事業）   ･･･Ｐ74 16.親子関係形成支援事業      ･･･Ｐ81 

８.一時預かり事業         ･･･Ｐ74 17.妊婦等包括相談支援事業     ･･･Ｐ81 

９.延長保育事業          ･･･Ｐ76 18.乳児等通園支援事業       ･･･Ｐ82 

10.病児保育事業          ･･･Ｐ77 19.産後ケア事業          ･･･Ｐ82 
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２ 子どもの人口の見通し  

計画期間である令和７年度～令和11年度の児童人口を、コーホート変化率法（※）に

より推計したのが、以下の表です。 

市全体の児童人口は、令和７年度3,492人から、令和11年度には567人減の2,925人にな

る見込みです。 

 

子どもの人口の見通し 
単位：人 

年齢 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

０歳 107 103 100 96 92 

１歳 119 113 108 105 101 

２歳 117 119 113 108 105 

３歳 128 116 118 112 107 

４歳 144 128 117 119 113 

５歳 154 145 129 117 119 

０～２歳 小計 343 335 321 309 298 

３～５歳 小計 426 389 364 348 339 

０～５歳 小計 769 724 685 657 637 

６～８歳 小計 584 545 491 429 392 

９～11歳 小計 660 634 622 597 556 

６～11歳 小計 1,244 1179 1,113 1,026 948 

12～14歳 小計 739 720 678 667 641 

15～17歳 小計 740 710 739 718 699 

０～17歳 合計 3,492 3,333 3,215 3,068 2,925 

 

 

 

※ 「コーホート変化率法」とは… 

各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに

基づき将来人口を推計する方法です。なお、ここでいう「コーホート」とは、同じ年

（または同じ時期）に生まれた人々の集団のことをさします。  
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３ 第２期計画の量の見込みと進捗  

第２期計画の量の見込みに対する最新の進捗は以下のとおりです。 

 

（１）教育・保育事業 

令和２年度から令和４年度の実績は、ほぼ量の見込みどおりとなっておりますが、令

和５年度は、２号認定は量の見込みより多く１号・３号認定の実績が量の見込みを下回

っています。（１号認定：幼稚園・認定こども園） （２号認定：３歳以上児で保育所、

認定こども園） （３号認定：３歳未満児で保育所、認定こども園、地域型保育） 
 

  
令和２年度 令和３年度 令和４年度 

１号 ２号 ３号 計 １号 ２号 ３号 計 １号 ２号 ３号 計 

量の 

見込み 
10 570 292 872 6 540 285 831 6 512 276 794 

実績 15 576 283 874 7 574 261 842 4 547 239 790 

進捗率 150％ 101.1％ 96.9％ 100.2％ 116.7％ 106.3％ 91.6％ 101.3％ 66.7％ 106.8％ 86.6％ 99.5％ 

 

  
令和５年度 令和６年度  

１号 ２号 ３号 計 １号 ２号 ３号 計   

量の 

見込み 
6 502 265 773 6 491 255 752   

実績 3 519 228 750 4 463 179 646   

進捗率 50.0％ 103.4％ 86.0％ 97.0％ 66.7％ 94.3％ 70.2％ 85.9％   

（令和２年度～令和５年度：３月31日現在、令和６年度：４月１日現在） 

 

 

（２）利用者支援事業 

利用者支援事業について、保健センターを活用した「母子保健型」を実施しました。 
 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

量の見込み 
（実施個所数/か所） 

１か所 １か所 １か所 １か所 

実績 １か所 １か所 １か所 １か所 

進捗率 100% 100% 100% 100% 
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（３）地域子育て支援拠点事業 

地域の子育て支援のニーズに対応するため、花本こども館、みさき児童館、夷隅こど

も園内に子育て支援センターの３か所で事業を展開しました。令和３年度は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で減少しています。++ 
 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

量の見込み 
（月間延べ利用数） 

1,048人回 1,048人回 1,056人回 1,056人回 

実績 1,089人回 899人回 1,145人回 1,365人回 

進捗率 103.9% 85.8% 108.4% 129.3% 

（各年度３月31日現在） 

 

 

（４）妊婦健康診査 

妊婦届出数（妊婦の数）自体が減少しているため、見込みよりも利用実績が減少して

います。 
 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

量の見込み 
（年間延べ利用数） 

253人 245人 236人 224人 

(1,998人) (1,935人) (1,864人) (1,769人) 

実績 
（年間延べ利用数） 

206人 191人 170人 166人 

(1,622人) (1,524人) (1,303人) (1,282人) 

進捗率 81.42% 77.95% 72.03% 74.1% 

 

 

（５）乳児家庭全戸訪問事業 

見込みに対して実績は７割台を推移しています。出生数の減少に伴い実際の対象者数

が少なくなっていることが原因と考えられます。 
 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

量の見込み 162人 157人 148人 142人 

実績 133人 115人 112人 113人 

進捗率 82.09% 73.24% 75.67% 79.57% 
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（６）養育支援訪問事業（その他要保護児童等の支援に資する事業） 

令和２年度、令和４年度については見込みを上回っていますが、令和３年度と令和５

年度については、見込みを下回りました。支援が必要な妊産婦の減少が下回った要因と

して考えられます。 
 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

量の見込み 29人 30人 30人 31人 

実績 38人 7人 34人 15人 

進捗率 131.0% 23.3% 133.3% 48.4% 

（各年度３月31日現在） 

 

 

（７）ファミリー・サポート・センター事業 

令和４年10月から直営にて事業を開始いたしました。 
 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

量の見込み 
（実施個所数/か所） 

0か所 0か所 1か所 1か所 

実績 0か所 0か所 1か所 1か所 

進捗率 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

（各年度３月31日現在） 

 

 

（８）一時預かり事業 

① 幼稚園での一時預かり事業（幼稚園型） 

幼稚園に在籍している児童を標準教育時間の前後に預かる保育ですが、令和２年度か

ら令和５年度まで実績がありませんでした。  
 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

量の見込み 
（年間延べ利用数） 

37人日 36人日 37人日 38人日 

実績 0人日 0人日 0人日 0人日 

進捗率 0% 0% 0% 0% 

 （各年度３月31日現在）  
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② 幼稚園以外での一時預かり事業（一般型） 

保育所等に入所していない児童を家庭において保育が一時的に困難になった場合に預

かる事業ですが、令和４年度から減少しています。 
 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

量の見込み 
（年間延べ利用数） 

201人日 201人日 201人日 201人日 

実績 194人日 190人日 158人日 114人日 

進捗率 96.5% 94.5% 78.6% 56.7% 

（各年度３月31日現在） 

 

 

（９）延長保育事業 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、実績が少なくなっています。 
 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

量の見込み 174人 174人 175人 175人 

実績 31人 37人 37人 67人 

進捗率 17.8% 21.2% 21.1% 38.2% 

（各年度３月31日現在）  

 

 

（10）病児保育事業 

量の見込みに対して実績は３～４割台を推移しています。コロナ禍により手指消毒や

うがいなどをすることとで疾患者数が減ったことが原因と考えられます。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

量の見込み 
（年間延べ利用数） 

410人日 410人日 414人日 414人日 

実績 132人日 98人日 180人日 127人日 

進捗率 32.2% 23.9% 43.5% 30.7% 

（各年度３月31日現在） 
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（11）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、量の見込みより実績

が下回りました。 
 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

量の見込み 282人 282人 303人 303人 

（低学年） 214人 214人 213人 213人 

（高学年）  68人  68人  90人  90人 

実績 225人 209人 226人  217人 

（低学年） 182人 161人 127人  175人 

（高学年）  43人  48人  35人   42人 

進捗率 79.7% 74.1% 74.6% 71.6% 

（各年度３月31日現在） 

 

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

施設等利用給付施設（未移行幼稚園、認可外幼稚園等）への入所者に保育料以外の教

材費や給食費など実費負担に係る費用を施設が独自に徴収することができ、この実費徴

収に対して低所得者へ補助を行う事業ですが、令和元年度から副食費の補助を実施しま

したが、実績はありませんでした。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 0人 0人 0人 0人 

（各年度３月31日現在） 
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４ 事業量見込みと確保方策（教育・保育給付）  

（１）量の見込み 

幼児教育・保育の見込みは、国の示した「第３期市町村子ども・子育て支援事業計画

における「量の見込み」の算出等の考え方（改訂版）」を踏まえ、ニーズ調査結果からの

推計と令和２年度以降の各事業の実績値を勘案し、さらに本市の特性に応じた「量の見

込み」を設定します。 

 

（２）保育所（園）の現状 

本市には、認定こども園が1園、公立保育所が９保育所、私立保育園が１園あります。 

 

保育所（園）の定員等 

公立保育所・こども園 

名  称 定員（人） 
入所児童数

（人） 
入所率（％） 小学校区 

夷隅こども園 213 137 64.3 夷隅 

第一保育所 120 94 78.3 大原 

第二保育所 90 67 74.4 大原 

東海保育所 120 39 32.5 東海 

東保育所 90 26 28.8 東 

浪花保育所 60 13 21.6 浪花 

長者保育所 120 51 42.5 長者 

中根保育所 90 42 46.6 中根 

太東保育所 140 86 61.4 太東 

古沢保育所 60 23 38.3 古沢 

合  計 1,103 578 52.4  

 

私立保育園 

名  称 定員（人） 
入所児童数

（人） 
入所率（％） 小学校区 

子山保育園 90 58 64.4 東海 

定員はいずれも令和６年４月１日 
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量の見込みと供給体制 

教育・保育の量の見込み及び確保方策 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 

就学前の子どもの教育・保育の量の見込み 687 590 553 521 500 486 

教育保育等の確保方策 1,193 1,193 1,193 1,193 1,193 1,193 

特定教育・保育施設 1,193 1,193 1,193 1,193 1,193 1,193 

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0 0 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 0 

認可外保育施設 0 0 0 0 0 0 

１
号
認
定 

 

（
教
育
ニ
ー
ズ
） 

量の見込み 4 4 4 4 4 4 

確保方策 24 24 24 24 24 24 

特定教育・保育施設 24 24 24 24 24 24 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 0 

今後必要となる定員数 

(「量の見込み」-「確保方策」） 
-20 -20 -20 -20 -20 -20 

２
号
認
定 

 

（
保
育
ニ
ー
ズ
） 

量の見込み（保育ニーズ） 460 395 361 338 323 315 

確保方策 873 873 873 873 873 873 

特定教育・保育施設 873 873 873 873 873 873 

認可外保育施設 0 0 0 0 0 0 

今後必要となる定員数 

(「量の見込み」-「確保方策」） 
-413 -478 -512 -535 -550 -558 

３
号
認
定 

 

２
歳
児 

量の見込み 107 84 86 81 78 76 

確保方策 132 132 132 132 132 132 

特定教育・保育施設 132 132 132 132 132 132 

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0 0 

認可外保育施設 0 0 0 0 0 0 

今後必要となる定員数 

(「量の見込み」-「確保方策」） 
-25 -48 -46 -51 -54 -56 

 

１
歳
児 

量の見込み 72 70 66 63 62 59 

確保方策 108 108 108 108 108 108 

特定教育・保育施設 108 108 108 108 108 108 

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0 0 

認可外保育施設 0 0 0 0 0 0 

今後必要となる定員数 

(「量の見込み」-「確保方策」） 
-36 -38 -42 -45 -46 -49 

 

０
歳
児 

量の見込み 44 37 36 35 33 32 

確保方策 56 56 56 56 56 56 

特定教育・保育施設 56 56 56 56 56 56 

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0 0 

認可外保育施設 0 0 0 0 0 0 

今後必要となる定員数 

(「量の見込み」-「確保方策」） 
-12 -19 -20 -21 -23 -24 
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○ 本市全体 11保育所（園）において、想定される稼働率（利用者数÷受入可能数）は 

41～49％です。 

稼働率の低い保育所の効率的運用 

保育所の老朽化 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①低稼働の保育所をはじめとした保育所統廃合を推進し、適切な保育提供体制の整備を

行います。 

②本市における教育提供のあり方として、保育所統廃合を推進しながら、財政面・人材

面など総合的な判断のもと、保育所での質の高い幼児教育を確保しながら、円滑に小

学校教育に移行できるよう体制の維持向上を目指します。 

 

（３）教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保 

① 認定こども園の普及について 

認定こども園は幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、「幼児教育」「保育」「子育て支援」

を総合的に提供することができるとともに、保護者の就労状況及びその変化等によらず

柔軟に子どもを受け入れることができる施設であることから、市では、平成30年４月よ

り保育所型認定こども園（夷隅こども園）を１か所開設しました。 

 

② 質の高い幼児期の教育・保育について 

子どもの最善の利益を第一に考え、就学前の子どもに関する質の高い教育・保育の総

合的な提供を推進するため、研修等を通じ、教育・保育の質の向上に努めます。 

また、関係機関、関係団体等との連携を図り、職員の意識向上、人材の確保・育成、

適正配置に努め、教育・保育サービスの拡充に対応しつつ、質の向上を図ります。 

 

③ 認定こども園、保育所（園）と小学校等との連携について 

こども園・保育所の教諭や保育士が交流事業等を通じ、関係者の共通理解を図ること

で一貫した教育・保育の指導を推進します。また、就学前から小学校への円滑な移行を

目指し、保育所・認定こども園・小学校が連携し、小学校への体験入学や幼児・児童の

相互訪問等を通じて、幼児・児童の豊かな社会性を育むよう、連携を進めます。 

  

確保方策 

保育所稼働率 

課 題 
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（４）幼児教育・保育無償化への対応 

令和元年10月より実施された幼児教育・保育無償化は、幼児教育・保育の重要性や負

担軽減を図る少子化対策の観点から実施される取組であり、この円滑な実施に努めます。 

また、制度改正に伴い、新制度未移行幼稚園の利用料、幼稚園や認定こども園の預か

り保育利用料、認可外保育施設等の利用料等を対象とした「子育てのための施設等利用

給付」が創設されました。 

子育てのための施設等利用給付の実施にあたっては、当該給付をはじめとした幼児教

育・保育の無償化の主たる目的である保護者の経済的負担の軽減や利便性等を勘案しつ

つ、支給方法については償還払いを基本とし公正かつ適正な支給を担保できる給付を行

うとともに、必要に応じ、保護者の利便性向上等を図るため法定代理受領による給付に

ついても実施します。 

 

施設種別 
対象となる 
子ども 

内 容 

幼稚園 ３～５歳 
子ども・子育て支援制度に移行している幼稚園は月
額上限2.57万円として、利用料が無償化されます。 

認可保育所 
認定こども園 
地域型保育 
企業主導型保育事業 

０～５歳 
０～２歳は住民税非課税世帯を対象とし、３歳以上
はすべての子どもの利用料が無償化されます。 

子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付 

子どものための 
教育・保育給付の 
対象外である幼稚園 

３～５歳 
子ども・子育て支援制度の幼稚園における利用者負
担額を上限として無償化されます。 

特別支援学校の 
幼稚部 

３～５歳 
３～５歳の就学前の障害児の発達支援（いわゆる障
害児通園施設）を利用する子どもたちについて、利
用料が無償化されます。 

認可外保育施設 ０～５歳 

保育の必要性があると認定された３～５歳を対象と
して、認可保育所における保育料の全国平均額まで
の利用料が無償化され、０～２歳については、住民
税非課税世帯を対象として、月額4.2万円までの利用
料が無償化されます。 

預かり保育事業 ３～５歳 

保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚
園や認定こども園の利用料に加え、利用実態に応じ
て、認可保育所における保育料の全国平均額（月額
3.7万円）と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額
である最大月1.13万円までの範囲で預かり保育の利
用料が無償化されます。 

一時預かり事業 
病児保育事業 
ファミリー・ 
サポート・センター
事業 

０～５歳 

特定教育・保育施設（保育所・認定こども園）また
は特定地域型保育事業を利用できていない方で保育
の必要性がある場合は、保育所等の利用者との公平
性の観点から、施設等利用給付第２・３号認定を受
けることにより、認可保育所における保育料の全国
平均額（３～５歳までの場合、月額3.7万円）まで認
可外保育施設等の利用と併せて、施設等利用給付を
受けることができます。 
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５ 事業量見込みと確保方策（地域子ども・子育て支援事業） 

（１）利用者支援事業 

教育・保育施設や地域の子育て支援事業などの利用について情報集約と提供を行うこ

と、子どもや保護者から利用にあたっての相談に応じ、適切なサービスを選択し円滑に

利用できるよう必要な情報提供・助言を行うことや、関係機関との連絡調整などが主た

る事業内容です。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

利用者支援事業は、主として行政窓口以外で親子が継続的に利用できる施設を活用し

て実施する「基本型」、主として行政機関の窓口等を利用して実施する「特定型」、母子

保健機能と児童福祉機能の両面からの支援が一体的に提供され妊娠期から子育て期にわ

たるまでの切れ目ない支援を行う「こども家庭センター型」があります。本市において

は、「こども家庭センター型」を1か所で実施します。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（実施か所/か所） 

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

②確保の内容 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

地域の身近な場所において、乳幼児親子が気軽に集える場を提供し、親子の交流や学

びの講座、育児相談などを行う事業です。本市では、夷隅こども園内において、実施し

ています。 

また、効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう、花本こども

館・みさき児童館と連携し、事業を実施しています。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

地域子育て支援拠点事業は、親子交流や育児相談、子育てに関する情報提供を行うな

ど、子育て支援の主たる場としての役割を担う重要な事業であり、さらなる充実を図る

必要があります。 

事業量の確保のみにとどまらず、子育て相談の実施など、保護者の子育てへの不安や

疲労感の緩和ができるよう、きめ細かな子育て相談を実施していきます。 
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≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（月間延べ利用数） 

1,215人回 1,163人回 1,132人回 1,086人回 1,044人回 

②確保の内容 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

＜参考＞      

実績 
（Ｒ５） 

実施箇所 ３か所（夷隅こども園内、花本こども館内、みさき児童館内）  

利用人数 年間16,380人回 

 

 

（３）妊婦健康診査事業 

妊婦健康診査は、妊娠が正常に経過していることを確認し、胎児異常やハイリスク妊

娠の早期発見、妊娠中に発症する各種合併症の発症予防など、母子ともに健全な状態で、

妊娠・出産を終えられるよう実施するものです。妊婦を対象とした個別健診を実施し、

その診査費の一部（一人あたり14回分）を公費負担することにより、安全・安心な出産

を支援しています。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

すべての妊婦が、経済的な理由から必要な時期に健診を受診せず出産にいたることの

ないよう、標準的な健診回数（14回）の公費負担を継続しつつ、県下の状況を踏まえ、

さらなる経済的負担の軽減を検討します。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（年間延べ
利用数） 

103人 
（1,442人回） 

100人 
（1,400人回） 

96人 
（1,344人回） 

92人 
（1,288人回） 

89人 
（1,246人回） 

②確保の内容 すべての妊産婦に対し、14回分の公費負担を実施 

◆量の見込みについては、人口推計×14回（公費負担回数）の延べ数にて算出   
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（４）乳幼児家庭全戸訪問事業 

母親のメンタルヘルス支援を重点において、概ね生後４カ月までの乳児を持つ家庭を

対象に、保健師・助産師が「こんにちは赤ちゃん訪問事業」として家庭訪問指導を実施

しています。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

全戸訪問を達成できるよう、今後も訪問連絡を積極的に実施するとともに、訪問員の

体制強化を図ります。 

訪問時以外でも相談ができるよう相談窓口として、保健センターや子育て支援センタ

ーの周知を図るとともに、支援が必要な保護者に対しては関係機関や地域が連携して支

えていきます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 107人 103人 100人 96人 92人 

②確保の内容 全戸訪問の実施継続 

◆量の見込みについては、人口推計に基づき算出  

 

 

（５）養育支援訪問事業（その他要保護児童等の支援に資する事業） 

乳児家庭全戸訪問事業の結果に基づきケース対応会議を行い、食事、衣服、生活環境

等について不適切な養育状態にあり、養育支援が特に必要と考えられた家庭に対しては、

要保護児童対策地域協議会の関係機関と連携して専門的な訪問支援を実施しています。

訪問の際には、保護者および児童の面接により養育状況を把握し、必要な助言を行い、

家庭の養育力の向上をめざします。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応ができるよう、また、児童虐待ケースの場

合については遅延なく対応できるよう、関係機関が十分に連携し、細かな連絡調整を速

やかに実施できる体制づくり、取り組み強化を図ります。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 9人 9人 9人 9人 9人 

②確保の内容 養育支援が必要な家庭に対して訪問支援 

◆量の見込みについては、過去の実績や社会的要請を総合し算出   
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（６）子育て短期支援事業（ショートステイなど） 

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により家庭において児童の

養育が一時的に困難となった場合に、保護を適切に行うことができる児童養護施設など

において養育・保護を行う事業ですが、現在、本市では実施していません。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

見込み量から考えると、新規事業として立ち上げても採算性に乏しく、慎重な検討が

必要です。しかし、核家族化の進む昨今の情勢を考えると、レスパイトケア（※）の重

要性が今後高まることが想定されるため、本市に最も適する実施のあり方を詳細に検討

していきます。 

また、本事業は児童養護の意味合いの強いものでもあります。本市においては、本事

業と里親制度を利用促進することにより、要保護児童に対し、生きる権利が十分に保障

された生活を知ってもらい、以後の社会的文化的に健全な成育に資するよう努めること

とします。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（年間延べ利用数） 

6人日 6人日 6人日 6人日 5人日 

②確保の内容 
事業の立ち上げは行わず、ニーズ発生の都度、市内関連事業での対応
を検討する。 

＜参考＞      

実績（Ｒ５） ０か所 

◆量の見込みについては、過去の特定妊婦の人数と利用の想定できる人数を基に算出 

※ レスパイトケア……乳幼児や障害児・者、高齢者などを在宅でケアしている家族を癒やすため、一時

的にケアを代替し、リフレッシュを図ってもらう家族支援サービス。1976年に

「心身障害児(者)短期入所事業」の名称で始まったもので、開始当初は家族の病

気や冠婚葬祭などに利用要件が限定さていましたが、現在は介護疲れなどの私的

事由での利用も可能とされています。 

  

https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-658327
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-1458762
https://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E8%BA%AB%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%85%90-298897
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（７）ファミリー･サポート･センター事業（子育て援助活動支援事業） 

乳幼児や児童の送迎や一時的な預かりなど育児の援助を「行いたい人（提供会員）」と

「受けたい人（依頼会員）」からなる相互援助活動について連絡・調整を行い、子育て支

援を行う事業です。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

本市においては現在、0歳～小学校6年生の児童を利用対象としています。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（年間延べ利用数） 

6人 6人 6人 6人 5人 

②確保の内容 
（年間延べ利用数） 

10人 10人 10人 10人 9人 

＜参考＞      

実績（Ｒ５） マッチング０人（依頼会員４人、提供会員1人、両方会員３人） 

◆量の見込みについては、依頼会員、提供会員の過去の実績を基にて算出 

実績により事業の継続を検討していきます。 

 

（８）一時預かり事業 

① 幼稚園での一時預かり事業（幼稚園型：在園児対象） 

幼稚園の園児や認定こども園の１号認定児の保護者の希望に応じて、通常の教

育時間後や長期休業期間中などに、保育を行う事業です。本市では、夷隅こども

園にて実施しています。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

現在の預かり保育事業の利用状況を踏まえ、現行体制の維持を基本としつつ、

ニーズの推移に即応できるようきめ細やかな現状把握を継続します。 
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≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（年間延べ利用数） 

48人 48人 45人 45人 42人 

②確保の内容 
（年間延べ利用数） 

60人 60人 60人 60人 60人 

＜参考＞      

実績（Ｒ５） 0人 

◆量の見込みについては、実績がないため人口推計から1人×月4日×12月で1年間延べ利用数を算出 

 

 

② 幼稚園以外での一時預かり事業（一般型など） 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育

所などにおいて、一時的に保育を行う事業です。育児疲れの解消など心身のリフ

レッシュを支援するためにも重要な事業です。本市では、夷隅こども園及び4保育

所（園）において実施があります。（夷隅こども園は幼稚園での一時預かり事

業、幼稚園以外での一時預かり事業の両方を実施しています。） 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

現在の一時的な預かりの場の利用状況を踏まえ、現行体制の維持を基本としつ

つ、ニーズの推移に即応できるようきめ細かな現状把握を継続します。 

また、本事業においては受入れ余力が発生することが考えられるため、多様な

預かりニーズに対応できるよう、事業のあり方を検討します。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（年間延べ利用数） 

144人 146人 146人 146人 146人 

②確保の内容 
（年間延べ利用数） 

7,920人 7,920人 7,920人 7,920人 7,920人 

＜参考＞      

実績（Ｒ５） 114人 

※ 夷隅こども園では、幼稚園型の預かり保育と保育所型の一時預かりの両方を実施しています。 
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（９）延長保育事業 

保護者の就労形態の多様化、長時間通勤などに伴う延長保育需要に対応するた

め、通常の保育時間を超えて平日30分、土曜日７時間の延長保育を、保育所にお

いて実施しています。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

現在の実施状況を継続し、ワーク・ライフ・バランスの推進に努めます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（月間延べ利用数） 

73人 73人 74人 74人 75人 

②確保の内容 
220人 220人 220人 220人 220人 

市内の認定こども園（1園）、市内の全認可保育所（10か所） 

＜参考＞      

実績 
（Ｒ５） 

実施箇所 11か所（市内の認定こども園、全認可保育所） 

利用人数 69人 

※ ワーク・ライフ・バランス・・・仕事と生活の調和。働くすべての方々が、「仕事」と育児や介護、趣

味や学習、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、

その両方を充実させる働き方・生き方。 
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（10）病児保育事業 

病気もしくは病後の回復期であるために、集団で保育を受けることが困難な児

童を一時的に預かる事業です。 

本市においては、病児保育を市内の小児科医院１か所（外房こどもクリニッ

ク）に事業委託しています。（令和８年度から１か所となっています） 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

現在の実施状況を継続し、ワーク・ライフ・バランスの推進に努めます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（年間延べ利用数） 

230人 230人 230人 230人 220人 

②確保の内容 
（年間延べ利用数） 

1,104人 
（2か所） 

276人 
（1か所） 

276人 
（1か所） 

276人 
（1か所） 

276人 
（1か所） 

＜参考＞      

実績（Ｒ５） 
延べ29人（酒井医院）、延べ82人（外房こどもクリニック） 
※０歳～小学６年生が利用可能 
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（11）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

保護者や同居親族の就労または疾病などにより、昼間保護者がいない児童を対

象に、授業の終了後など一定時間指導し、適切な遊びや生活の場を与え、健全な

育成を図る事業です。本市では、１１か所の放課後児童クラブにおいて実施して

います。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

本市においては現在、小学１～６年生の児童を利用対象としています。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 256人 248人 236人 226人 216人 

 低学年 182人 176人 168人 161人 154人 

 高学年 74人 72人 68人 65人 62人 

②確保の内容 
256人 

(11か所) 
248人 

(11か所) 
236人 

(11か所) 
226人 

(11か所) 
216人 

(11か所) 

③ ②－① 0人 0人 0人 0人 0人 

<参考>      

実績（Ｒ５）    270人（うち小学4年生以上78人）  令和６年４月１日現在 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業  

施設等利用給付施設（未移行幼稚園、認可外幼稚園等）への入所者に市が定め

た保育料以外に、教材費、園外活動などの行事費、給食費（幼稚園など）などは

実費負担にかかる費用として、保護者同意の下、施設が独自に徴収することがで

きます。 

この実費徴収に対して、低所得者の負担軽減を図るため、公費による補助を行

う事業です。市では、令和元年10月より給食費（幼稚園など）の実費負担にかか

る費用のみ給付する事業を実施しておりますが、実績はありません。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

給食費について、引き続き補足給付事業を実施します。 

 

 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業  

地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業

の量的拡大を進める上で、多様な事業者の能力を活用するため、新規参入事業者

が安定的かつ継続的に事業を運営し、地域ニーズに即した保育などを円滑に実施

できるよう、実地支援、相談・助言、連携施設のあっせんなどを行う事業です。

現在、本市では実施していません。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

保育所や認定こども園、小規模保育事業などの新規に参入する事業者につい

て、巡回支援などの支援を行います。 
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（14）子育て世帯訪問支援事業 

家事や子育て等に不安や負担を抱えている子育て家庭に訪問支援員が訪問し、

家事等の支援を実施することで家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを

未然に防ぐことを目的とした事業です。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

本市においては、子育てヘルパー派遣事業を活用しつつ、他のニーズについて

は関連事業を活用し対応をしていきます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（延べ人数） 

24人 24人 24人 24人 24人 

②確保の内容 
事業の立ち上げは行わず、ニーズ発生の都度、市内関連事業での対応を
検討する。 

◆量の見込みについては、子育てヘルパー派遣事業の過去の実績を基に算出 

 

 

（15）児童育成支援拠点事業 

養育環境等に問題を抱える児童等に対し、多様な問題に応じて生活習慣の形成

や学習のサポート、進路等の相談、食事の提供を行い、包括的な支援をすること

により虐待の防止や児童の健全な育成を行う事業です。現在、本市での実施はあ

りません。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

見込み量から考えると、新規事業として立ち上げても採算性に乏しく、慎重な

検討が必要です。児童の将来を考え、他事業を活用し本市に最も適する実施のあ

り方を検討していきます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（実人数） 

13人 13人 13人 13人 12人 

②確保の内容 
事業の立ち上げは行わず、ニーズ発生の都度、市内関連事業での対応を
検討する。 

◆量の見込みについては、過去の養育環境に問題を抱えている児童等からの相談件数等を基に算出  
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（16）親子関係形成支援事業 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安のある保護者及びその児童に対し、講

義やグループワーク等を通じ、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相談・共

有・情報交換ができる場を設ける等その他必要な支援を行い、親子間における適

切な関係性の構築を図る事業です。現在、本市での実施はありません。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

見込み量から考えると、新規事業として立ち上げても採算性に乏しく、慎重な

検討が必要です。児童の将来を考え、他事業を活用し本市に最も適する実施のあ

り方を検討していきます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（実人数） 

13人 13人 13人 13人 12人 

②確保の内容 
事業の立ち上げは行わず、ニーズ発生の都度、市内関連事業での対応を
検討する。 

◆量の見込みについては、過去の子育てに不安を抱えている保護者等から親子間の相談件数を基に算出 

 

 

（17）妊婦等包括相談支援事業 

妊婦、その配偶者等に対して面談等を行うことにより、情報提供や相談支援を

行います。妊婦のための支援給付を行う経済的支援と相談支援を組み合わせるこ

とにより、効果的な妊娠期からの切れ目のない支援を行います。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

安心して子育てができるように、妊娠期から出産まで対象者に寄り添い、きめ

細やかな相談に対応します。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
妊娠届出数 
1組あたり面談回数 
面談実施合計回数 

103通 
2回 

206回 

100通 
2回 

200回 

96通 
2回 

192回 

92通 
2回 

184回 

89通 
2回 

178回 

②確保の内容 206回 200回 192回 184回 178回 

◆量の見込みについては、人口推計から妊娠の届出件数、経済的支援と相談支援で面談回数を算出。  
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（18）乳児等通園支援事業 

保育所その他の内閣府令で定める施設において、満３歳未満の小学校就学前の

子どもであって、子どものための教育・保育給付を受けていない者とし、月10時

間までの利用が可能。令和８年度実施。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

定員に余裕のある保育所の活用等を検討していきます。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（利用数） 

－ 107人 100人 93人 86人 

②確保の内容 
（利用数） 

－ 115人 110人 95人 90人 

◆量の見込みについては、人口推計から過去の保育所入所状況を勘案して算出 

 

 

（19）産後ケア事業 

産後の母子に対し、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母

親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健や

かな育児ができるよう、助産師等の専門職がサポートする事業です。 

 

■ 今後の方向性・確保方策 

妊娠期から出産・子育て期にかけて切れ目のないサポートを行うことで、健や

かな子育てを推進するとともに、児童虐待の予防に寄与します。 

 

≪量の見込みと確保方策≫ 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 
（延べ人数） 

3人日 3人日 3人日 3人日 3人日 

②確保の内容 
（延べ人数） 

5人日 5人日 5人日 5人日 5人日 

◆量の見込みについては、人口推計から妊娠の届出数、利用可能人数から算出 
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第 ５ 章 
分野別施策の展開 

 

１ 施策体系  

【基本理念】 

安心して子育てができ 

のびのび子ども・若者が育つまち いすみ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［ 施策の方向性 ］ ［ 基本目標 ］ 

１ こども・若者の育ちを

支える子育て支援の充

実 

P84～ 

（１）多様な保育ニーズへの対応の充実 

（２）情報提供・相談体制の充実 

（３）児童虐待の予防と早期発見による防止 

（４）ひとり親家庭などの自立支援 

（５）障害のある子ども及びその家庭への支援 

（６）学校教育の充実 

（１）子どもと母親の健康の確保 

（２）心身の健康と正しい生活習慣に関する教育 

（３）小児・周産期の安全と医療の確保 

（４）妊婦への経済的支援 

（５）子育てと仕事の両立の推進 

（１）家庭・地域における子育て支援の充実 

（２）地域活動を通じた青少年の育成 

（３）家庭教育力の向上 

（４）安全で良好な居住環境の確保 

（５）安全・安心まちづくりの推進 

２ 妊娠・出産・子育ての

切れ目のない支援体制

づくり 

P91～ 

３ 家庭や地域における 

子育て環境の整備 

P95～ 

（１）

（２）  

（３）こども・若者が安全に暮らせる環境の整備 

（４）配慮が必要なこども・若者への支援 

（５）就労支援、雇用と経済的基盤の安定 

（６）  

４ こども・若者の成長・

自立への支援 

P100～ 
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２ 施策展開  

 

基本目標１ こども・若者の育ちを支える子育て支援の充実 

■ 施策の方向 

（１）多様な保育ニーズへの対応の充実 

（２）情報提供・相談体制の充実 

（３）児童虐待の予防と早期発見による防止 

（４）ひとり親家庭などの自立支援 

（５）障害のある子ども及びその家庭への支援 

（６）学校教育の充実 

 

■ 実施事業 

（１）多様な保育ニーズへの対応の充実 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

教育・保育給付 
11か所 

定員1,193人 
第４章３に定めるとおり 子育て支援課 

多子世帯の保育料減免 実施 継続 

国で実施している保育料軽
減制度に加え、市の独自の
軽減として、世帯第2子以降
の子どもについて、市税保
育料滞納世帯を除き、保育
料の減免を行う。 

子育て支援課 

延長保育 11か所 第４章３-９に定めるとおり 子育て支援課 

一時預かり ４か所 第４章３-８に定めるとおり 子育て支援課 

子育て支援センター ３か所 第４章３-３に定めるとおり 子育て支援課 

園の開放 11か所 継続 

翌年度に利用する児童の保
護者に対し、保育所（園）
の内容を周知し、安心して
利用してもらえるよう努め
る。全保育所で実施する。 

子育て支援課 

保育士の指導力向上 実施 継続 
研修や交流会を実施し、指
導力の向上を図る。 

子育て支援課 
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（２）情報提供・相談体制の充実 

【推進事業】 

 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

医療的ケア児等 
コーディネーター
事業 

 
実施 

 
継続 

日常生活及び社会生活を営
むために恒常的に医療的ケ
アを受けることが不可欠で
ある児童及び重症心身障害
児とその家族が心身の状況
に応じた適切な支援を受け
ることにより地域において
安心して生活できる体制を
整備する。 

福祉課 

こどもの発達・心
理支援事業 

実施 継続 

発達・心理の面で医学的な
支援等が必要なこども、及
び保護者等に対して、身近
な地域において早期の対応
や長期間にわたり継続的
に、発達や心の問題に係る
診療等を実施する体制の強
化を図るとともに、研修等
の学ぶ場の提供や啓発活動
の実施により地域関連施設
との連携を図り、市域全体
における発達支援の質の向
上を図る。 

福祉課 

家庭児童相談ダイ
ヤル 

実施 継続 
育児やしつけなど子育てに
ついての家庭相談。 

健康高齢者 
支援課 

子育て支援課 
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（３）児童虐待の予防と早期発見による防止 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

児童虐待予防・発
見の地域包括的な
体制の整備 
（こども家庭セン
ター） 

実施 推進 

地域における児童虐待予防に
資するさまざまな主体が包括
的に連携し、市民が一体とな
って取り組む体制として、こ
ども家庭センターを設置。 
【地域の見守り体制】 
行政区単位を基本に、子ども
の見守りネットワークの構築
について検討・整備する。 
【里親の養成促進】 
里親制度についての周知を行
い、虐待児童の対応ができる
人材の要請促進を行う（研修
会の実施）。 

子育て支援課 
関係各課 

里親制度の充実 実施 充実 

虐待などで保護される子ども
が、生活基盤を失うことなく
家庭復帰できるよう、地域に
おける支援体制を拡充する。 

子育て支援課 

家庭訪問、電話 
相談 

実施 継続 

子どもを守るネットワークと
して、要保護児童対策地域協
議会が中心となり地域の関係
機関と連携の上で支援する。 

健康高齢者 
支援課 

子育て支援課 

児童虐待ケース 
会議 

実施 継続 
児童虐待の個別ケースに迅速
に対応する、実務者間の連携
体制を強化する。 

子育て支援課 

要保護児童対策 
地域協議会の設置 

実施 継続 
関係者の顔合わせや現状の共
有化を目的に会議を開催す
る。 

子育て支援課 

子どもの権利条約
の周知・啓発 

実施 継続 

子どもの基本的人権を国際的
に保障するために、わが国に
おいても批准された「子ども
の権利条約」について、市内
で周知・啓発を推進し、市民
の子どもの権利擁護意識醸成
に努める。 

子育て支援課 
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（４）ひとり親家庭などの自立支援 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

児童扶養手当 実施 継続 

18歳に達する日以降の最初の
３月31日までの間にある児童
を監護している母親や母親に
代わってその児童を養育して
いる方に支給する。 

子育て支援課 

ひとり親家庭等 
医療費等助成事業 

実施 継続 
医療費の自己負担額の一部
を助成し、経済負担の軽減
を図る。 

子育て支援課 

母子・父子・寡婦 
福祉資金貸付事業 

実施 継続 

母子家庭・父子家庭又は寡
婦の経済的自立と生活意欲
の助長、及びその児童の福
祉向上を図るため、各種資
金を無利子または低利での
貸付をする。 

子育て支援課 

母子自立支援員 
家庭児童相談員 

設置 継続 
相談に応じ、自立に必要な指
導、職業能力の向上及び求職
活動に関する支援を行う。 

子育て支援課 

 

 

（５）障害のある子ども及びその家庭への支援 

【推進事業】                

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

障害児保育 
全保育所 
定員適宜 

継続 

集団保育が可能な範囲で受
入れを行っていく。 
また、速やかな受入れを促
進するため、加配について
も検討を進める。 

子育て支援課 

育成医療 実施 継続 

身体に障害のある18歳未満
の児童に対し、障害を除
去・軽減するための医療費
を助成する。 

福祉課 

障害者（児）日常生
活用具の給付及び貸
与 

実施 継続 
障害者（児）に日常生活の
能率向上を図る日常生活用
具を給付する。 

福祉課 

障害者福祉サービス 
事業 

実施 継続 
居宅介護などの事業として
実施する。 

福祉課 

補装具費の支給及び 
修理 

実施 継続 
職業その他、日常生活の能
率向上を図るため補装具費
の支給と修理を行う。 

福祉課 
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事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

障害者（児）相談 
支援事業 

実施 継続 
相談支援専門員などによる
障害者（児）のための相
談。 

福祉課 

障害児福祉手当 実施 継続 
日常生活において常時介護
を要する在宅障害児に手当
を支給する。 

福祉課 

発達支援についての
相談の場の充実 

実施 推進 

関係機関の連携のもと、発
達支援について体制整備を
行うとともに、相談の場の
充実を行う。 

福祉課 
健康高齢者 
支援課 

特別児童扶養手当 実施 継続 

20歳未満で精神又は身体に
障害を有する児童を家庭で
監護・養育している父母等
に支給する。 

福祉課 

福祉タクシー事業 実施 継続 

社会参加の促進に寄与する
取り組みとして、外出を奨
励するもの。重度心身障害
者や高齢者がタクシー（福
祉タクシー）を利用する場
合に、その料金の一部を助
成する。 

福祉課 

福祉カー（スロープ
付）貸付事業 

実施 継続 
通院などに使用することが
できる車いす仕様車の貸出
しを行う。 

福祉課 

療育支援事業 
（こあらくらぶ） 

実施 継続 

未就学児とその保護者を対
象に、集団療育指導・集団
遊びを行う。 
相談は臨床心理士・言語聴
覚士・保健師・保育士・教
諭など。 

福祉課 

教育支援委員会 実施 継続 
心身に障害のある児童・生
徒の適切な就学指導を行
う。 

学校教育課 

児童発達支援 実施 継続 

日常生活における基本的な
動作の指導・知識技能の取
得・集団生活の適応訓練等
を提供する。 

福祉課 

放課後等デイサービ
ス事業 

実施 継続 

就学している障害のある児
童に対して、放課後や長期
休暇中に、生活能力向上の
ための訓練などを継続的に
実施し、障害のある児童の
放課後などの居場所を提供
する。 

福祉課 

日中一時支援事業 実施 継続 

日中一時的に見守りなどの
支援が必要な障害児の活動
の場を確保し、家族の就労
支援や一時的な休息を図
る。 

福祉課 
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（６）学校教育の充実 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 

指標・目
標 主な内容(対策・改善点) 担当部署 

令和６年度 令和11年度 

学習支援事業 

全小学校２～６
年生、中学校１
年生のうち参加
希望者 

継続 

児童生徒４名あたり１名
の講師を派遣し、小学生
は平日の放課後に、夏季
休業中は小中学生に、一
人ひとりの児童生徒に算
数・数学の計算技能や国
語の漢字等の定着を図
り、少しでも「つまず
き」をなくし、基礎基本
が定着するようにする。 

学校教育課 

放課後子ども教室の
充実 

― 実施 

地域の住民の協力を得な
がら、放課後に余裕教室
などで、補習や習い事な
どの多様なプログラムを
実施することで、次世代
の人材育成を促進する。 

学校教育課 
生涯学習課 

放課後子ども教室と 
放課後児童クラブの 
一体的開催 

― 実施 

【一体的開催】 
放課後児童クラブを利用
する児童に、放課後子ど
も教室の利用を促す。 
【開催のための体制整
備】 
放課後子ども教室におい
て、放課後児童クラブを
利用する多くの児童も参
加できるプログラムを検
討するとともに、円滑に
プログラムが実施できる
よう、実施場所、実施時
間についても検討する。 
また、実施にあたり、庁
内関係課及び事業者の連
携体制を整備する。 

学校教育課 
生涯学習課 
子育て支援

課 

小・中学校スクール 
カウンセラー配置 
事業 

市内全小中学校 継続 

学校における教育相談体
制の充実を図るために、
千葉県教育委員会から、
カウンセラーが各小中学
校に派遣されている。 

学校教育課 

中学校海外交流 
事業 

１回/年 継続 

国際感覚、国際的視野や英
語に対する積極性などを養
うため、希望者を派遣す
る。 

学校教育課 

外国青年招致事業 
（ Ｊ Ｅ Ｔ プ ロ グ ラ
ム） 

市内全小中学校 継続 

国際感覚、国際的視野や英
語に対する積極性などをさ
らに伸ばす内容の充実を図
る。 

学校教育課 
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事業名 
基礎数値 

指標・目
標 主な内容(対策・改善点) 担当部署 

令和６年度 令和11年度 

道徳教育 実施 充実 

人としてよりよく生きる
ための行動の基となる、
道徳的実践力を確実に身
に付けるよう指導する。 

学校教育課 

コミュニティスクール 
（学校運営協議会） 

市内全小中学校 充実 

学校と地域住民等が「地
域でどのような子どもを
育てるのか」というビジ
ョンを共有し、地域と一
体となって子どもたちを
育む「地域とともにある
学校」を目指す。 

学校教育課 

リズム体操教室 実施 継続 

保育所年長組に対し､楽し
みながら運動能力の向上
やリズム感を身につける
プログラムを実施する。 

B&G海洋ｾﾝﾀｰ 

地域特性を生かした 
総合的学習の時間 

実施 充実 

地域や関係機関などとの
連携や地域の方々の協力
を得て、児童・生徒の興
味・関心やさまざまな学
習活動に応えられるよう
整備する。 

学校教育課 

防災教育 実施 実施 
「防災カルタ」の活用を通
して防災意識の高揚を目指
す。 

学校教育課 

キャリア教育 実施 充実 

児童・生徒の就労に対する
興味・関心を高めるため、
職場見学・体験学習や進路
指導、セミナーなどを実施
し、就労への理解を深め
る。 

学校教育課 

情報教育 実施 充実 

安心・安全な情報利活用
に向けて、発達段階に応
じた情報リテラシーを習
得できるようにする。 

学校教育課 

奨学資金貸付 実施 継続 

経済的理由により修学が
困難な各種学校進学者に
対し、予算の範囲内にお
いて修学上必要な学資を
貸し付けることで修学を
容易にし、有意な人材を
育成することを目的とす
る。 

学校教育課 

入学準備金貸付 実施 継続 
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基本目標２ 妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援体制づくり 

■ 施策の方向 

（１）子どもと母親の健康の確保 

（２）心身の健康と正しい生活習慣に関する教育 

（３）小児・周産期の安全と医療の確保 

（４）妊婦への経済的支援 

（５）子育てと仕事の両立の推進 

 

■ 実施事業 

（１）子どもと母親の健康の確保 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

母子健康手帳交付 実施 継続 
妊娠・出産後の生活等の相
談や支援を行う 

健康高齢者 
支援課 

出産育児一時金 実施 継続 

国民健康保険の被保険者や
その家族が出産した場合に
支給する。医療機関への直
接支払いも可能。 

市民課 

未熟児養育医療 実施 継続 

身体の発達が未熟のまま出
生した乳児であって、正常
児が出生時に有する諸機能
を得るに至るまでの医療費
を助成する。 

子育て支援課 

乳児一般健康診査 
(医療機関委託) 

実施 継続 
健診受診率を向上させ、結
果をふまえた相談・指導の
充実を図る。 

健康高齢者 
支援課 

おひさまくらぶ 実施 継続 
発達めざましい乳児を健や
かに育てられるよう、子育
て支援相談・指導を行う。 

子育て支援課 

１歳６か月児健康診査 
３歳児健康診査 

実施 継続 

幼児期の心身の発育、発達に
ついてスクリーニングの実施
により、異常の早期発見と早
期対応を図り、保護者の意識
の向上と個々にあった発達を
促す支援を行う。 

健康高齢者 
支援課 

予防接種事業 実施 継続 

各種予防接種の事故予防体
制の充実、未接種者をなく
す体制、予防接種に関する
最新情報の提供。予防接種
率を向上させることによ
り、感染症の予防及び合併
症の発生を防ぐ。 

健康高齢者 
支援課 
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事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

保育所保健 
（内科健診・歯科検
診） 

実施 継続 
保育所での園児の健康状態を
把握する健診を実施する。 

子育て支援課 

ブックスタート事業 実施 継続 

乳児とその保護者に、絵本
を開く楽しい体験といっし
ょに絵本を手渡し、心ふれ
あうひとときを持つきっか
けづくりと、親子に本の楽
しさを伝える。 

公民館 

セカンドブック事業 実施 継続 

ブックスタートのフォローア
ップ事業として、就学前年長
児家庭を対象に、好きな本を
選んでもらいプレゼントし、
読書のきっかけづくりや、習
慣化を支援する。 

公民館 

かるがも相談 
(乳幼児発達相談) 

実施 継続 

育児不安の軽減及び発育・
発達を促す方法などについ
て臨床心理士、言語聴覚士
等による相談を行う。 

健康高齢者 
支援課 

ピッコリーノ教室 
(8~9か月児相談教室) 

実施 継続 
生後８～９か月児と保護者
を対象にした育児・栄養相
談を実施する。 

健康高齢者 
支援課 

就学時健康診断 1回/年 継続 

心身の状況を的確に把握
し、義務教育諸学校への初
就学にあたって、保健上必
要な助言を行う。 

学校教育課 

乳児歯科相談 － 実施 
乳児期からの口腔衛生の習
慣付けと、う歯予防を推進
する。 

健康高齢者 
支援課 

歯っぴー健診 実施 継続 
口腔衛生への関心の向上
と、フッ化物塗布を含めた 
う歯予防を推進する。 

健康高齢者 
支援課 

歯みがき教室 
各小学校 
１･５年生 
１回/年 

継続 
歯科衛生士による歯みがき
指導。 

学校教育課 

食育の推進 実施 継続 

子育て世代を含む全ての世
代に通じた食育の推進。保
育所などにおいて、幼少期
より地産地消による給食指
導を行い、地域の食材や食
の安全の啓発を推進する。 

農林課 
健康高齢者 

支援課 
子育て支援課 
学校教育課 

 

健診未受診者の把握 実施 継続 
健診未受診者の状況確認を
行う。 

健康高齢者 
支援課 

子育て支援課 

産後ケア事業 実施 継続 
産後のサポートが必要な方
を対象に、安心して子育て
ができるよう支援を行う。 

健康高齢者 
支援課 



 

93 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

こども家庭センター 
（妊娠・出産包括支
援担当） 

実施 継続 

妊娠の届出等の面接時に得
た情報を基に、妊娠・出
産・子育てに関する相談に
応じ、一人ひとりの支援プ
ランを策定し、地域の関係
機関と連携調整し切れ目の
ない支援を行う。 

健康高齢者 
支援課 

 

 

（２）心身の健康と正しい生活習慣に関する教育 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

親子料理教室 実施 継続 

親子で食の基本・栄養の摂
り方など、講話や調理実習
を取り入れた食育指導を実
施する。 

健康高齢者 
支援課 

思 春 期 保 健 対 策 の 
充実 

実施 継続 

エイズ予防や飲酒・喫煙・
薬物乱用防止教育など、思
春期における保健指導を実
施する。 

学校教育課 
健康高齢者 

支援課 

いすみ市学校保健会 実施 継続 
各小中学校における健康教
育の推進と、児童生徒の健
康増進を図る。 

学校教育課 

 

 

（３）小児・周産期の安全と医療の確保 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

周産期医療、小児医
療及び小児救急医療
体制 

― 検討 

産科・小児科医の確保と夜
間・休日などの診察体制を
整備し、小児科救急体制の
充実を図るため広域的な見
地から検討を行う。 

健康高齢者 
支援課 

子 ど も 医 療 費 助 成 
事業 

高校３年生 
年代までの 
児童を対象 

継続 

子どもの保健対策の充
実、保護者の経済的負担
の軽減を図る。 
高校３年生年代までの医
療費を助成します。 

子育て支援課 
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事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

児童医療費助成事業 
高校１～３
年生までの
児童を対象 

継続 
（令和7年度

終了） 

入院費・通院費・調剤費
を助成することにより、
保護者への経済的負担の
軽減を図る。 

子育て支援課 

新生児聴覚検査費 
助成事業 

新生児 
（生後28日
未満）の 
保護者 

継続 

新生児の聴覚異常の早期
発見と早期対応を目的と
して、検査費用の一部を
助成します。 

健康高齢者 
支援課 

感染症対策市内ネッ
トワーク 

実施 継続 
感染症発生情報のネット
ワーク化により迅速な対
応を図る。 

健康高齢者 
支援課 
福祉課 

子育て支援課 
学校教育課 
危機管理課 

 

（４）妊婦への経済的支援 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

妊婦一般健康診査費
用助成 

実施 実施 

妊娠届出時に発行する母子
健康手帳別冊の受診票を使
用することで健診費用の一
部を助成している。 
さらに、妊婦健康診査の
自己負担金が生じた場合
に一部費用助成する。 

健康高齢者 
支援課 

ハッピーバース応援
事業 

実施 継続 

出生し最初の住民登録を
いすみ市で行った生後3か
月以内の子を対象に、市
独自で出産育児一時金を
支給する。 

健康高齢者 
支援課 

産婦健康診査費用 
一部助成 

実施 実施 
産婦健康診査費用の一部
を助成する。 

健康高齢者 
支援課 

 

（５）子育てと仕事の両立の推進 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

【再掲】 
延長保育 

11か所 第４章４-９に定めるとおり 子育て支援課 

病児保育 2か所 第４章４-10に定めるとおり 子育て支援課 
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基本目標３ 家庭や地域における子育て環境の整備 

■ 施策の方向 

（１）家庭・地域における子育て支援の充実 

（２）地域活動を通じた青少年の育成 

（３）家庭教育力の向上 

（４）安全で良好な居住環境の確保 

（５）安全・安心まちづくりの推進 

 

■ 実施事業 

（１）家庭・地域における子育て支援の充実 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

出会いの場の創出 実施 検討 
地域資源を活用し、結婚
につながる出会いの場の
創出を検討する。 

子育て支援課 

子育てヘルパー派遣 
事業の充実 

登録数 
１件 

登録数 
10件 

広報などによる制度の周
知を図る。また、派遣対
象の拡大について検討を
進める。 

子育て支援課 

子育て交流の場の創
出推進 

実施 継続 

こども家庭センター（旧
地域子育て支援拠点事
業）などの法定事業にと
どまらず、地域資源を活
用し、子育て中の親同士
の経験交流や励まし合い
の場の創出を推進する。 

子育て支援課 

子育て支援地域参加
型事業 

実施 継続 

子どもの遊びの場・居場
所の確保と、親同士の交
流や子育ての悩み相談
を、地域一体となって支
援するため、庁内関係
課、市内関連団体、企業
などに子ども・子育て支
援の重要性の啓発を行
い、広く協力を求め、地
域包括的な連携体制を構
築する。 

子育て支援課 
関係各課 

児童手当 実施 継続 

高校生年代まで（18歳到
達後、最初の３月31日ま
で）の児童を養育してい
る保護者などに対し、所
定の手当を支給する。 

子育て支援課 

学校給食費補助事業 実施 継続 
学校給食費を補助するこ
とにより、保護者の経済
的負担の軽減を図る。 

学校教育課 
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（２）地域活動を通じた青少年の育成 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

ふるさとウォーキング １回/年 継続 

市民を対象にしたウォーキン
グ大会を通して、住民間のコ
ミュニケーションを図るとと
もに、青少年が参加する地域
活動の拡充を図る。 
実施主体：スポーツ推進委員 

生涯学習課 

親子水泳教室 
市内 

１施設 
３回/年 

継続 

幼児、小学校低学年を対象
に、水泳力の向上と親子のふ
れあいを図る。 
実施主体：スポーツ推進委員 

生涯学習課 

高齢者ふれあい学級 実施 継続 

高齢者の持つ文化、技術
を子どもに伝承するとと
もに、高齢者の生きがい
の場・地域教育力の向上
に資する。 

生涯学習課 

青少年のつどい大会 １回/年 継続 

子どもを対象にした、ス
ポーツ・レクリエーショ
ン等を通して、青少年健
全育成を図る。 
実施主体：青少年相談員 

生涯学習課 

いすみ市子ども会育成
会連絡協議会 

連絡会議・ 
各種事業 

実施 
継続 

リーダー・指導者の育成
を図り、各種事業を実施
する。 

生涯学習課 

青少年相談員連絡協議
会 

各種事業・
相談の実施 

継続 
青少年の健全育成を図り、
各種事業を実施する。 

生涯学習課 

青少年問題協議会 １回/年 継続 
青少年育成のため、関係
機関・団体との連携強化
の機会とする。 

生涯学習課 

スポーツクラブ・ 
スポーツ少年団などの
支援 

実施 継続 

地域に根付いたスポーツ
クラブを支援し、スポー
ツの振興、地域の結びつ
きを図る。 

生涯学習課 

世代間交流活動の充実 適宜実施 適宜実施 

学校教育や地域活動の中
で、世代間の交流事業を
推進する。また、各種行
事の開催やイベントプロ
グラムなどに組み入れな
がら充実化を図る。 

全庁 

地域人材の確保・育成 適宜実施 適宜実施 

福祉、学校教育、青少年健
全育成活動を支える人材の
確保・育成する事業を推進
する。 
各種行事の開催やイベント
プログラムなどに組み入れ
ながら充実化を図る。 

全庁 



 

97 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

体験学習事業 実施 継続 
主に子を持つ家庭を対象に
様々な体験活動を行い、自
主性や協調性を育む。 

生涯学習課 

ふれあいコンサート 
（童謡の里づくり事
業） 

実施 継続 
童謡・抒情歌で心豊かな
人材育成を図る。 

生涯学習課 

ジュニアコーラス事業 
１～２回/

月 
継続 

童謡を歌いつぎ郷土愛の
心情を育む。「ふれあいコ
ンサート」などで発表。 

生涯学習課 

学校体育施設開放事業 
各小・ 
中学校 

継続 
学校体育施設開放事業を
推進し健康増進、体力づ
くりを図る。 

生涯学習課 

 

 

（３）家庭教育力の向上 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

家庭教育学級 
各小・中学
校の保護者 

継続 

小中学生の保護者を対象
に、家庭教育の機能を高
めるための学習機会の拡
充を図る。 

生涯学習課 

子育て学級 実施 継続 

乳幼児の保護者を対象
に、子育てについて学級
を開催し、家庭教育の充
実を図る。 

生涯学習課 
子育て支援課 

子育てジャンボリー 実施 継続 

幼児を対象に、自然観察
などを通して親子のふれ
あい、仲間づくりを応援
する。 

生涯学習課 
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（４）安全で良好な居住環境の確保 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

遊び場、居場所づくり 
（児童遊園等整備事
業） 

児童遊園等
整備事業 

推進・継続 

児童遊園等の維持管理、
遊具の新設や整備を中心
に事業を推進するととも
に、小中学生が週末や長
期休業期間中に利用可能
な体育館の開放など、子
どもたちのつどいやすい
場所について検討する。 

子育て支援課
都市整備課 
生涯学習課 

乳幼児健診などで 
の事故防止に関する健
康教育 

実施 継続 
発達段階ごとにその時期
に応じた事故防止対策に
関する健康教育を行う。 

健康高齢者支
援課 

都市公園維持管理 
事業 

都市公園管理 継続 

保護者などのニーズに応
え、身近で安心して遊ば
せることのできる、安全
な公園の整備充実を図
る。遊具についても、安
全で適切な場所を検討
し、推進する。 

都市整備課 

保育所等改修事業 
保育所等 
施設整備 

継続 

雨漏りが特にひどい保育
所等の屋根等改修、保育
施設内の整備改修を行
う。また、保育所等の継
続のため、随時必要な改
修整備を実施する。 

子育て支援課 

子どもの居場所づくり 
（子供の未来応援事
業） 

－ 検討 

子どもが安全に遊びや食
事を通じ生活習慣づくり
などのために、支援や見
守りを行う事業を実施に
向け、検討を進める。 

子育て支援課 
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（５）安全・安心まちづくりの推進 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和６年度 令和11年度 

交通安全推進事業 実施 継続 

保育所（園）、小学校及び
中学校での交通安全教室
の開催。 
カーブミラー、ガードレ
ール及びグリーンベルト
等を設置する。 

危機管理課 
学校教育課 
子育て支援課 

建設課 

防犯対策推進事業 実施 継続 

警察及び関係団体と連携
し、防犯パトロールの実
施や防犯灯を設置し環境
の整備を行う。 
今後は、さらに地域と家
庭が協力し合い防犯意識
の向上と防犯体制の強化
を図る。 

危機管理課 

青少年相談員 
パトロール 

実施 継続 
小・中学校の夏休み期間
中、非行防止のパトロー
ルを実施する。 

生涯学習課 

小中学校・保育所の 
防犯対策 

実施 継続 

犯罪を未然に防止し児
童・生徒の安全を確保す
るため、各小・中学校、
保育所において犯罪発生
時の適切な安全対策を講
ずる。 

学校教育課 
子育て支援課 

防犯教室 実施 継続 

防犯意識の向上を図るた
め、各小・中学校で警察
署員より防犯対策の指導
を受ける。 

学校教育課 

「こども110番の家」 
ステッカーの配布 

実施 継続 
ステッカーを貼ることによ
り、犯罪抑止効果を狙う。 

学校教育課 

スクールカウンセラ
ーの活用 

中学校及び
指定小学校

３校 

小・中学校
の連携 

小・中学校での連携を図
り、児童生徒の多様な悩
みや相談に対応する。 

学校教育課 

通学路の点検 実施 継続 

各小・中学校で実施す
る。危険箇所は関係機関
と連携して対応し、児童
生徒の安全を守る。 

学校教育課 

環境衛生検査 実施 実施 

小中学校における環境衛
生検査を実施し、健康的
で快適な学習環境を維持
する。 

学校教育課 
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基本目標４ こども・若者の成長・自立への支援 

■ 施策の方向 

（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 

（２）こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 

（３）こども・若者が安全に暮らせる環境の整備 

（４）配慮が必要なこども・若者への支援 

（５）就労支援、雇用と経済的基盤の安定 

（６）悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実 

 

■ 実施事業 

（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和７年度 令和11年度 

子どもの権利条約、
基本的人権に関する
理解の普及・啓発 

実施 継続 

子どもの権利条約の精神
にのっとり、全てのこど
もは、こども自身や親の
人種や国籍、性、意見、
障がい、経済状況など、
どんな理由でも差別され
ず、条約の全ての権利が
保障されることについ
て、情報発信、普及啓発
を行っていく。 

子育て支援課 
学校教育課 

個性を認め合う人権
意識の醸成 

実施 継続 
人権を大切にする心を養
う教育について徹底を図
る。 

学校教育課 

こどもの視点に立っ
た取組 

実施 継続 

アンケート調査・ワーク
ショップなど、様々な事
業においてこどもの視
点・意見を施策展開に反
映する取組を進める。 

子育て支援課 
学校教育課 

ネットリテラシーの
周知 

実施 継続 

セーフティ教室等で、イ
ンターネットの正しい使
い方の啓発を行うととも
に、「ＳＮＳ家庭ルールづ
くり」を推奨し、こども
たちを守る取組を行う。 

学校教育課 

インターネットと人
権に関する啓発 

実施 継続 

小・中・高校の児童・生
徒・保護者がインターネ
ット等を正しく利用する
ための啓発を実施する。 
また、インターネットに
よる人権侵害等の相談を
受け、解決に向け適切な
機関と連携を図る。 

学校教育課 
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事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和７年度 令和11年度 

若者意識調査 １回 継続 

若者の意見を取り入れる
ため、施策の対象となる
若者から、ニーズや意識
等について調査を実施す
る。 

子育て支援課 

「 こ ど も の 権 利 」 
教育・啓発事業 

実施 継続 

「子どもの権利条約」等
で示される4つの基本的な
権利について理解を深め
るため、こども、その関
係者へ教育・啓発事業を
実施する。 

学校教育課 

性的マイノリティに
関する周知啓発 

実施 継続 

性的マイノリティの人が
自分らしく暮らせる社会
の実現を目指し、性の多
様性に対する正しい理解
を広め、偏見や差別の解
消を図る。 

学校教育課 

 

（２）こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和７年度 令和11年度 

乳幼児健診事業 実施 継続 

こどもに対する各種健診
を実施し、子育て家庭の
悩みや困りごとの早期把
握に努める。 

健康高齢者 
支援課 

家庭訪問事業 実施 継続 

すべての出生児を対象に
行う赤ちゃん訪問事業を
はじめ、子育て家庭の身
近な相談先として地区担
当保健師による継続的な
サポートを実施する。 

健康高齢者 
支援課 

生活習慣病予防健康
診査事業 

２年に１回
/30代 

継続 

若いうちから生活習慣病
についての知識を得て、
健康意識を高めてもらう
のを目的に健診及び各種
健康教室を実施する。 

健康高齢者 
支援課 
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（３）こども・若者が安全に暮らせる環境の整備 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和７年度 令和11年度 

こどもの安心・安全
事業 

実施 継続 

こどもの安全な環境づく
りのため、地域ぐるみ運
動の促進等に取り組み、
見守り活動用品の貸与等
を実施する。 

学校教育課 

交通安全教育指導事
業 

実施 継続 

道路の安全な渡り方や、
自転車の交通ルールなど
を教育する、交通安全教
室を開催する。 

学校教育課 

交通安全施設整備事
業 

実施 継続 
通学路合同点検を行いの
危険箇所等の安全対策を
検討・要望する 

学校教育課 

ゲートキーパー養成
事業 

１回/年 継続 

自殺対策を支える人材育
成として庁内各課が連携
している関係機関・団体
に対してゲートキーパー
研修の受講の案内と推奨
を行う。 

健康高齢者支援課 

防犯意識啓発事業 実施 継続 

犯罪被害に関しては、小
学校・中学校に対して、
防犯教室を実施してい
る。 

学校教育課 

防災出前講座 実施 継続 

学校からの依頼に基づ
き、各種自然災害の概
要、対策及び備え等につ
いて説明する防災講話
や、避難所運営ゲーム
（HUG)などの災害図上演
習、起震車を用いた地震
体験などの防災出前講座
を実施する。 

危機管理課 

再犯防止の推進 実施 継続 

犯罪や非行のない安全で
安心して暮らせる地域社
会を築くため、「社会を明
るくする運動」を推進
し、更生保護への理解促
進を図るとともに、保護
司や更生保護女性会等の
更生保護ボランティアの
活動を支援する。 

福祉課 
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（４）配慮が必要なこども・若者への支援 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和７年度 令和11年度 

青少年相談員事業 実施 継続 

障がいをもつ子どもと共
に楽しむことのできるボ
ッチャ等の講習会やレク
リエーション大会を小学
生とその保護者・教職員
を対象に開催し、パラス
ポーツへの理解を深め
る。 

生涯学習課 

児童センター事業 実施 継続 

配慮が必要なこどもにつ
いては、家庭児童相談
員、保健師、学校教育課
指導主事に報告をしてい
る。こども家庭センター
等との繋がりや、学校と
繋がる指導主事との情報
共有を重視し、多方面か
らの支援体制を整えてい
る。また、18歳未満の子
どもに健全な遊び場・安
全な居場所を提供し、子
ども及び保護者向けに健
康増進や、情操を豊かに
するためのプログラム等
を実施する。 

子育て支援課 
学校教育課 

フードドライブの実
施 

実施 継続 

社会福祉協議会で実施し
ているフードドライブ事
業に協力し、家庭で眠っ
ている食品を回収用ボッ
クスで集め、支援を必要
とする人や福祉施設等へ
届けている。 

福祉課 

生活保護の適正な運
用 

実施 継続 

生活保護による支援とし
て、要保護者からの申告
や申請に基づき世帯の資
産や収入、扶養義務者の
扶養能力等を調査し、そ
の状況に応じた保護費の
支給決定を行う。 

福祉課 

子どもの生活支援事
業 

実施 継続 

貧困の連鎖を防止するた
め、生活保護受給世帯を
含む生活困窮世帯の子ど
も及びその保護者生活環
境・育成環境改善の支援
を行う。 

子育て支援課 

生活困窮者の自立に
向けた支援 

実施 継続 

社会福祉協議会、中核支
援センターを通じて自立
相談支援、住居確保給付
金、就労準備支援、居住
支援などを実施し、その
自立の促進を図る。 

福祉課 
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事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和７年度 令和11年度 

巡回相談支援事業 実施 継続 

市内のこども園、保育
所、小・中学校に臨床心
理士、巡回相談員が訪問
し実際にこどもの様子を
見てアドバイスを行うと
共にそれぞれの支援へと
つなげる。 

子育て支援課 
健康高齢者支援課 
学校教育課 

障害児相談支援事業 実施 継続 

発達や配慮が必要な学齢
期までの子どもとその家
族を対象に、発達に関す
る相談や親子教室等の開
催によりその子どもの特
性に適した支援を行うこ
とで、将来に向け安心し
て地域において自立した
生活を送ることができる
ようにする。 

福祉課 

障害者相談支援事業 実施 継続 

本人、保護者、介護者か
らの相談に応じ、自立し
た日常生活や社会生活を
営めるよう支援を行う。 

福祉課 

特別児童扶養手当支
給事業 

実施 継続 

心身に障がいのある20歳
未満の児童の保護者を対
象に、障がいのある児童
の福祉の増進図るため、
特別児童扶養手当を支給
する。 

福祉課 

障害者差別解消の推
進（合理的配慮の提
供） 

実施 継続 

市民や市内企業等に対
し、障害者差別解消法等
の法制度の周知、並びに
障がいのある人やこども
への理解度の向上と障が
いの特性や障がいに応じ
た適切な配慮の提供に関
する理解促進を図る。 

福祉課 

特別支援教育推進事
業 

実施 継続 

学校での特別支援教育の
充実を図り、一人一人の
教育的ニーズに応じた支
援を行っている。また、
関係各課と連携し、専門
的な指導や助言を基に子
どもの特性を理解して適
切な指導及び必要な支援
を継続的に行っていく。
学校支援員を適正に配置
し、安心して学べる環境
づくりに努めている。 

学校教育課 

児童扶養手当支給事
業 

実施 継続 

18歳に達した最初の3月31
日までの子どもがいるひ
とり親家庭等に児童扶養
手当を支給する。 

子育て支援課 
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事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和７年度 令和11年度 

母子・父子自立支援
員の設置 

実施 継続 

母子・父子自立支援員を
置き、ひとり親家庭等が
自立に必要な情報提供、
相談指導等を行うととも
に、職業能力の向上及び
求職活動に関する支援を
行う。 

子育て支援課 

母子父子寡婦福祉資
金貸付の周知・受付 

実施 継続 

県が実施する母子父子寡
婦福祉資金貸付につい
て、市の広報やホームペ
ージを活用した周知を行
う。 

子育て支援課 

ひとり親家庭等医療
費等助成事業 

実施 継続 

市内に住所を有するひと
り親家庭等に対し、入
院・通院に係る医療費の
自己負担分を助成する。 

子育て支援課 

ひきこもり等支援事
業 

実施 継続 

社会生活を円滑に営む上
での困難を有するひきこ
もり等の状態にある若者
等に対して、個別に働き
かけ、具体的な支援を実
施し自立につなげる。 

福祉課 

若者の発達相談 実施 継続 

発達障害の疑いにより生
じている問題に対して相
談に応じ、不安の軽減や
日常生活に対する助言を
行う。２次障害の発生・
重症化・長期化を予防す
るために、早期に適切な
対応や支援につなげる。 

福祉課 

奨学金貸付事業 実施 継続 

教育の機会均等を図るた
め、高等学校・高等専門
学校・大学・専門学校生
への奨学金貸付を実施す
る。 

学校教育課 

就学援助事業 実施 継続 

経済的に困難な児童生徒
や特別支援学級に在籍し
ている児童生徒の保護者
に、学用品費、給食費等
の経済的援助を行う。 

学校教育課 

居場所作りの推進 ― 検討 

ひきこもりや不登校のこ
どもや若者に対する相談
支援や居場所確保事業を
検討します。 
あわせて、事業が若者に
効果的に周知されるため
の方策についても検討し
ます。 

子育て支援課 

ひきこもり・不登校
支援アウトリーチ事
業 

実施 継続 

訪問相談担当教員及びス
クールソーシャルワーカ
ーの派遣、「不登校児童生
徒支援チーム」の活用。 

学校教育課 
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（５）就労支援、雇用と経済的基盤の安定 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和７年度 令和11年度 

被保護者就労支援事
業 

実施 継続 

専任の就労支援員によ

り、稼働年齢層である被

保護者に対して重点的な

就労支援を実施すること

により、生活保護からの

早期脱却と経済的に安定

した生活の実現を図る。 

福祉課 

生活困窮者の自立に
向けた支援 

実施 継続 

社会福祉協議会、中核支
援センターを通じて自立
相談支援、住居確保給付
金、就労準備支援、居住
支援などを実施し、その
自立の促進を図る。 

福祉課 

職業意識や能力の向
上の支援 

実施 継続 

職業体験機会の充実など
により、自分で自分の進
路を選択する力を身につ
けるキャリア教育の充実
を図ります。 

学校教育課 
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（６）悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実 

【推進事業】 

事業名 
基礎数値 指標・目標 

主な内容(対策・改善点) 担当部署 
令和７年度 令和11年度 

青少年相談員事業 実施 継続 

様々な見地から助言が必
要な相談に対して、スク
ールカウンセラー等と連
携を図りながら、相談者
(学校)及び相談員ととも
に解決策を検討する機会
を設ける。 

生涯学習課 

生活困窮者自立支援
事業 

実施 継続 

経済的に困窮した世帯の
自立と生活の安定につな
げるため、生活支援セン
ターを設置し相談・支援
を行う。 

福祉課 

相談支援事業 実施 継続 

乳幼児期から学齢期まで
の発達に心配があるこど
もとその保護者を対象に
発達に関する相談につい
て面接や家庭訪問、また
電話で対応をする。 

福祉課 
健康高齢者支援課 

自立支援協議会事業 実施 継続 

事務局会議、運営会議を
定期的に開催し、基幹相
談支援センターや民間事
業所から挙げられる地域
課題を整理し解決を目指
す。 

福祉課 

障害者相談支援事業 実施 継続 

本人、保護者、介護者か
らの相談に応じ、自立し
た日常生活や社会生活を
営めるよう支援を行う。 

福祉課 

こども家庭センター
事業 

実施 継続 

子ども家庭支援員や女性
相談支援員等が、生活に
困難を抱えるこどもとそ
の家庭への相談支援を行
う。 

子育て支援課 

各種相談事業 実施 継続 

少子化や核家族化におけ
る育児の孤立化によって
保護者のストレスが増加
傾向にある中、各種相談
会において地区担当制を
活かした継続的な支援を
提供します。 

子育て支援課
健康高齢者支援課 
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第 ６ 章 
こども・子育て支援事業債活用計画 

 

１ こども・子育て支援事業債とは 

地方公共団体が、「こども未来戦略」に基づく取組に合わせて、こども・子育て支援機

能強化に係る施設整備や子育て関連施設の環境改善（ハード）を速やかに実施できるよ

う、国が新たに「こども・子育て支援事業費」を計上し、「こども・子育て支援事業債」

を創設しました。 

 

２ 対象事業 

「第５章 基本目標３ （４）安全で良好な居住環境の確保」で示した取組について、

こども・子育て支援事業債等、国庫補助事業等の活用を検討します。 

具体的な事業については、以下のとおりとします。 

 

（１）保育所等 

番号 
施設名 

住所 
事業概要 

実施時期 

(予定) 
担当部署 

1 
夷隅こども園 

いすみ市今関1070-1 

・送迎バス車庫新築工事・外壁塗装 
令和 

８年度 

子育て支援課 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 

2 
第一保育所 

いすみ市大原7817 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

3 
第二保育所 

いすみ市大原1595 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

4 
東海保育所 

いすみ市若山238-1 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 
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番号 
施設名 

住所 
事業概要 

実施時期 

(予定) 
担当部署 

5 
東保育所 

いすみ市山田478-1 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

6 

長者保育所 

いすみ市岬町長者

556-2 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和11年度 子育て支援課 

7 

中根保育所 

いすみ市岬町中滝

980-2 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

8 

太東保育所 

いすみ市岬町椎木

1446-2 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

9 
古沢保育所 

いすみ市岬町岩熊573 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

10 
花本こども館 

いすみ市大原8532-1 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

11 

みさき児童館 

いすみ市岬町椎木

1278 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

12 

いすみ子育て支援セ

ンター 

いすみ市今関1070-1 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(園庭・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

※今後の少子化の進行や老朽化、保育などの需要状況の見通しを踏まえ、保育所の統廃合や解体に係る経費

も対象事業とします。 
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（２）放課後児童クラブ 

番号 
施設名 

住所 
事業概要 

実施時期 

(予定) 
担当部署 

1 
コスモス 

いすみ市行川721-1 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(広場・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

2 

第一おおはらこども

ルーム 

いすみ市大原8530-3 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

3 

第二おおはらこども

ルーム 

いすみ市大原8530-3 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

4 

とうかいこどもルー

ム 

いすみ市若山1042 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

5 
あずまこどもルーム 

いすみ市山田472-2 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(広場・駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 
・耐震改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

6 

なみはなこどもルー

ム 

いすみ市小沢1157 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

7 
第一げんキッズ 

いすみ市岬町長者330 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

8 
第二げんキッズ 

いすみ市岬町長者330 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

9 

第一たいとうこども

ルーム 

いすみ市岬町椎木408 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

10 

第二たいとうこども

ルーム 

いすみ市岬町椎木408 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生(トイレ
等)、電気(LED照明等)設備の改修・更新 

・バリアフリー改修 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 
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（３）いすみ市都市公園等 

① 大原地域都市公園 

番号 
施設名 

住所 
事業概要 

実施時期 

(予定) 
担当部署 

1 
伊能滝公園 

いすみ市深堀1614 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

2 
瀬崎公園 

いすみ市深堀1606 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

3 
梶野下公園 

いすみ市深堀264-1 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

4 
塩田公園 

いすみ市深堀103 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

5 
沢田公園 

いすみ市大原8314-1 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

6 
そてつ山公園 

いすみ市大原台114-13 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

7 
あおぎり公園 

いすみ市大原台427-61 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

8 
たぶのき公園 

いすみ市大原台401-9 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

9 
やしのき公園 

いすみ市大原台113-12 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

10 
ねむのき公園 

いすみ市大原台311-9 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

11 
つばき公園 

いすみ市大原台321-8 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

12 
ばら公園 

いすみ市大原台202-12 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

13 
蔵屋敷公園 

いすみ市大原1906-6 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

14 
仲ノ台公園 

いすみ市大原2077-27 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

15 
大原駅前北広場公園 

いすみ市大原8747-5 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

16 
大原駅前南広場公園 

いすみ市大原8737-5 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

17 
大原台公園 

いすみ市大原台325 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

18 
椿公園 

いすみ市深堀539 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

19 
いすみ市運動公園 

いすみ市釈迦谷1077 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 
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② 岬地域都市公園 

番号 
施設名 

住所 
事業概要 

実施時期 

(予定) 
担当部署 

20 
古沢公園 

いすみ市岬町榎沢1871 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

21 
音羽の森公園 

いすみ市岬町鴨根1168-1 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

22 
長者児童遊園 

いすみ市岬町長者95-2 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

23 
椎木児童遊園 

いすみ市岬町椎木1701-2 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

24 
太東公園 

いすみ市岬町椎木380-13 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
都市整備課 

 

③ 児童遊園 

番号 
施設名 

住所 
事業概要 

実施時期 

(予定) 
担当部署 

25 
今関児童遊園 

いすみ市今関1102 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

26 
万木城児童遊園 

いすみ市万木834 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

27 
須賀谷児童遊園 

いすみ市須賀谷858－1 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

28 
貝須賀児童遊園 

いすみ市大原1482 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

29 
渋田児童遊園 

いすみ市大原9948 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

30 
長志児童遊園 

いすみ市長志2131 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
子育て支援課 
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④ その他遊具等のある公園等 

番号 
施設名 

住所 
事業概要 

実施時期 

(予定) 
担当部署 

1 
旧サンライズガーデン 

いすみ市深堀1517-1 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生
(トイレ等)、電気(LED照明等)設備の
改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の

改修 

～令和 

11年度 
企画政策課 

2 

いすみ市大原総合 

グランド 

いすみ市大原6588 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
生涯学習課 

3 
岬ふれあい会館 

いすみ市岬町東中滝720-1 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
生涯学習課 

4 
夷隅文化会館 

いすみ市深谷1968-1 

園内施設等整備・改修、 

防犯灯等の設置・改修 

～令和 

11年度 
生涯学習課 

5 

夷 隅 地 区 多 目 的 研 修 

センター 

いすみ市行川721-1 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生
(トイレ等)、電気(LED照明等)設備の
改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(駐車場・遊具等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の
改修 

～令和 

11年度 
生涯学習課 

6 
Ｂ＆Ｇ海洋センター 

いすみ市岬町和泉4448-1 

・受電設備、空調、換気、給排水、衛生
(トイレ等)、電気(LED照明等)設備の
改修・更新 

・バリアフリー改修 
・外構(駐車場等)整備 
・防犯設備の改修・更新 
・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の
改修 

～令和 

11年度 
生涯学習課 

 

（４）その他 

番号 
物品名 

場所 
事業概要 

実施時期 

(予定) 
担当部署 

1 
保育所送迎バス購入 

いすみ市役所大原庁舎他 

長期使用による老朽化・故障リスクが高

まっているため、バス(７台)の買い替え

を行う 

～令和 

11年度 
子育て支援課 

 

３ 実施時期 

具体的な時期については、施設の状態や市民ニーズ・財政状況等を踏まえ判断します。 

 

４ その他 

上記対象事業のほか、こども・子育て支援機能強化に係る施設整備及び子育て関連施

設の環境整備の対象となる事業についても、こども・子育て支援事業債等、国庫補助事

業等の活用を検討します。また、今後、新たに建設(設置）される子育て関連施設・公園

施設等についても、子育て支援事業債等、国庫補助事業等の活用し施設整備を実施しま

す。  
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第 ７ 章 
計画の推進 

 

１ 推進体制  

この計画の分野は、福祉、保健、教育、労働、生活環境など多岐にわたっています。

このため、関係各課、関係機関、団体、企業などと連携しながら、地域社会全体の取り

組みとして、総合的かつ効果的な推進を図ります。 

令和８年度以降の推進体制は以下のようになります。 

①いすみ市子ども・子育て会議において、進捗状況の管理及び評価を実施 

②各年度に計画の進捗状況を把握し、事業の充実や見直しについての協議を行い、本

事業の効果的な進行管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の広報・啓発  

地域社会全体で、すべての子どもの育ちと子育てを支援していくためには、市民や企

業、関係団体の理解や協力、参画なくしては実現できません。市のホームページ、広報

紙、パンフレットなどを活用し、本計画について理解促進を図ります。 

また、計画の進捗状況についても、担当課のヒアリングなどにより確認し、その結果

については、市ホームページなどで公表し市民への周知を図ります。 情報共有を図り、

地域と行政が一体となった連携のもと計画を推進します。 

  

 

子
ど
も
・
子
育
て
会
議 

い
す
み
市 

（
事
務
局
） 

関
係
各
課 

評価 

評価報告 

課題検討 

見直し 

進捗報告 

拡充・改善 

事業 
実施 分析 
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３ 進捗管理、評価・見直し  

ＰＤＣＡサイクルによる推進・管理体制 

子どもと子育て家庭を取り巻く環境は、時流にともない変化していきます。 

本事業計画を、理念だけのものに終わらせず、時流に対応した現実的な事業計画とし

て推進していくためには、毎年、きめ細かに進捗評価を行いながら計画を見直していく

ＰＤＣＡサイクル（※）による推進体制が不可欠となります。 

本市では、以下の図のイメージに従い、子ども・子育て会議にて進捗管理や評価を行

い、計画を推進していきます。 

 

いすみ市子ども・子育て支援事業計画にかかるＰＤＣＡサイクル 

 

ＰＬＡＮ＝計画策定・目標設定 

 

 

 翌年度の施策展開見直し・策定  

ＤＯ＝事業推進 

（本計画第４章、第５章） 

 

ＡＣＴ＝事業の継続・拡充、 

指標に至らない事業の 

あり方検討 

（子ども・子育て会議による） 

 

ＣＨＥＣＫ＝各事業の指標による 

事業評価 

 

（子ども・子育て会議による） 

 

 

 

 

 計画見直し 令和11年度 （必要に応じ、令和９年度に中間見直し） 

 

 

 

 

 

 

 

※ ＰＤＣＡサイクル：事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つ。

Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）の４段階を繰り返すこ

とによって、業務を継続的に改善する。  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%94%A3%E7%AE%A1%E7%90%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86
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いすみ市子ども・子育て会議条例 

平成25年９月24日条例第28号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１

項の規定に基づき、いすみ市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」とい

う。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。 

(１) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し市長に意見を述べること。 

(２) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し市長に意見を述べること。 

(３) いすみ市子ども・子育て支援事業計画を策定し、又は変更することに関し必要な

調査審議をすること。 

(４) 市の子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事

項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 教育関係者 

(３) 保育関係者 

(４) 法第６条第２項に規定する保護者（法第６条第１項に規定する子どもの保護者を

いう。） 

(５) 法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(６) 公募による市民 

(７) その他市長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が

会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。 

 

（補則） 

第８条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、

会長が子ども・子育て会議に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（いすみ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

 

２ いすみ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年

いすみ市条例第40号）の一部を次のように改正する。 

別表中次世代育成支援対策地域協議会委員の項の次に次のように加える。 

 

 

子ども・子育て会議委員 日額6,000円 
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いすみ市子ども・子育て会議委員名簿 

 

区  分 氏    名 

学識経験を有する者 田 邉 厚 子 

教育関係者 
金 澤 ゆき子 

佐久間 圭 一 

保育関係者 
白 井 弘 子 

柏   宏 美 

保護者 

鈴 木 和 也 

鈴 木 真理奈 

増 田 悠 太 

子ども・子育て支援に関する事業従事者 
森 田 雄 司 

黒 澤 千 春 

公募による市民 
永 野 玲 子 

池 田 紀 子 

その他市長が必要と認める者 

髙 森 和 久 
在任期間：令和６年４月から令和８年１月 

在 原 勝 也 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いすみ市こども計画 

令和８年３月 

いすみ市子育て支援課 

〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400－１ 

電話 0470-60-1120  FAX 0470-63-1252 


